
彦根市男女共同参画計画

男女共同参画ひこね
かがやきプランⅡ

彦　根　市

2011年（平成23年）3月

彦根市男女共同参画計画
 「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」

性別にかかわりなく　多様な生き方が認められ
一人ひとりが輝いて生きられるまち　ひこね

彦
根
市
男
女
共
同
参
画
計
画
　

「
男
女
共
同
参
画
ひ
こ
ね
か
が
や
き
プ
ラ
ン
Ⅱ
」

彦
　
　

根
　
　

市



　我が国では、女性も男性もすべての個人が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にか

かわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を、21世紀の最重

要課題と位置づけています。

　彦根市では、2001年（平成13年）3月に男女共同参画社会の実現を目指した「男女共同参画ひこね

かがやきプラン」を策定し、同年12月には「男女共同参画を推進する彦根市条例」を制定しました。また、

2007年（平成19年）3月に、この条例に基づく基本的な計画として同プランの改定を行い、2003年（平成

15年）には男女共同参画センターを設置し、啓発、交流や相談等さまざまな取組を進めてきました。

　しかしながら、少子高齢化をはじめ、本市を取り巻く社会経済情勢は激しく変化しており、政策・方針決

定過程への女性の参画の拡大、男女の仕事と生活の調和、地域における身近な男女共同参画の推

進、男女間のあらゆる暴力の根絶など、男女共同参画の視点から対応すべき課題への一層の取組が必

要となってきています。

　このため、現行の男女共同参画計画を見直すこととし、条例に定める基本理念に基づき、多面的で実

効性のある新計画とするため、市民意識調査結果、男女共同参画審議会答申、計画素案に対する意見

公募結果をふまえ、このたび「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」を策定いたしました。

　この計画は、2011年度（平成23年度）から2020年度（平成32年度）までの男女共同参画社会づくりへ

の行動計画であり、施策を総合的に進めていくうえでの指針となるものです。具体的な数値目標やスケ

ジュールを設定するとともに、その達成状況について定期的にフォローアップを行っていきます。

　今日まで、市・市民・事業者が共に取り組んできた成果や手法への評価をふまえ、女性も男性も、男女共

同参画を自分のこととして受け止め、共感しあい、「共に学び行動する」ことで一人ひとりが輝いて生きら

れる世界が広がっていくと考えています。

　彦根市が目指す将来像「性別にかかわりなく 多様な生き方が認められ 一人ひとりが輝いて生きられる

まち ひこね」の早期実現に向け取り組んでまいりますので、より一層のご理解とご協力をお願いいたします。

　末筆になりましたが、この計画の策定にあたり、ご尽力いただきました彦根市男女共同参画審議会委員

の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の皆様に心からお礼を申し上げます。

は　じ　め　に

2011年（平成23年）3月

彦根市長
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１　計画の策定にあたって

第 1 章
計画の基本的な考え方

　1999年（平成11年）6月に男女共同参画社会基本法が公布・施行されてから10年あまりが経過しました。

　すでに1995年（平成7年）に「彦根市男女共生プラン」を策定していた彦根市では、2001年（平成13年）3

月に「彦根市男女共同参画計画（男女共同参画ひこねかがやきプラン）」を策定し、2007年（平成19年）3月に

はこの改定を行い、「互いに個性を尊重しあい 一人ひとりが輝いて生きられるまち ひこね」を実現するため、関

連施策の計画的な推進に取り組んできました。

　この間、彦根市では「男女共同参画を推進する彦根市条例」の制定、男女共同参画審議会の開催、男女

共同参画センター「ウイズ」の整備、男女共同参画地域推進員による出前講座の実施、男女共同参画事業者

表彰などの取組を進めてきました。

　しかし、市民や地域における意識面の課題が残されているとともに、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス＊）」の必要性や、配偶者や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオレンス＊）や性犯罪などの性暴力の顕在化

など新たな課題も生じています。

　このようなことから、「彦根市男女共同参画計画（男女共同参画ひこねかがやきプラン）」のフォローアップを

行うとともに、男女共同参画に関する市民意識調査を実施し、市民意識の実態とニーズの把握に努めました。

　そして、男女共同参画社会の実現は、女性だけの問題ではなく男性あるいは自分の性に違和感のある人も

含めた社会全体の問題であるという認識のもとに、課題にそった重点的な取組の充実を図るため、新たな「彦

根市男女共同参画計画」を策定しました。

注）　＊印が付いてある用語には、52～53ページに用語解説があります。
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第１章　計画の基本的な考え方

２　計画改定の背景

　1975年（昭和50年）、国連はこの年を「国際婦人年」、翌年からの10年を「国連婦人の10年」とし、あらゆる

女性差別の撤廃と男女平等社会の実現に向けて、世界各国が取り組むことを提唱し「世界行動計画」が採択

されました。

　1995年（平成7年）には、北京において第4回世界女性会議が開催され、国際的指針となる「北京宣言」お

よび「行動綱領」が採択されました。2000年（平成12年）6月には、ニューヨークでの国連特別総会「女性2000

年会議」において、「行動綱領」の進捗状況の確認・評価がされ、21世紀の男女平等社会実現のための行動

を示した「成果文書」が採択されました。

　2005年（平成17年）に開催された「北京＋10」（第49回国連婦人の地位委員会）の宣言では、「北京宣言

および行動綱領」および国連特別総会「女性2000年会議」の成果文書が再確認され、その実施状況・見直し

も行われました。

　2006年（平成18年）には、東アジア男女共同参画担当大臣会合が東京で開催されました。これは東アジアに

おける初の男女共同参画担当大臣会議であり、16カ国2国際機関が出席し、共同コミュニケが採択されました。

（１）世界の動き

　1990年（平成2年）に「男女共同参加型社会づくり滋賀県計画」が策定され、1994年（平成6年）の改定・改

称を経て、1998年（平成10年）に「滋賀県男女共同参画推進計画～パートナーしが2010プラン～」が策定され

ました。

　2001年（平成13年）には、県民や事業者、行政の主体的な取組によって、社会のあらゆる分野で男女共同

参画の取組が推進されるよう、６つの基本理念などを定めた「滋賀県男女共同参画推進条例」を制定、翌

2002年（平成14年）に施行されました。

　2003年（平成15年）には、条例に基づく基本計画「滋賀県男女共同参画計画～パートナーしが2010プラン

（改訂版）～」が策定され、2008年（平成20年）には、第2次改訂版が策定されました。県民や事業者、市町と連

携・協力のもと、男女共同参画の取組が総合的かつ計画的に進められています。

　また、条例に基づく拠点施設として、県立男女共同参画センターが位置づけられています。

（３）滋賀県の取組

　1991年（平成3年）に本市では初めての女性行政総合窓口として「女性施策推進室」を設置しました。1993

年（平成5年）には、庁内に「男女共同参画型社会づくり推進本部」を設置し、庁内の連絡調整を図りながら啓

発事業の実施や女性施策推進状況の調査を行い、併せて審議会等への女性の登用を推進してきました。

　1995年（平成7年）には、女性施策を総合的、計画的に進めるための指針として、「彦根市男女共生プラン」

を策定し、市民と行政が一体となった取組を進めてきました。2001年（平成13年）には、男女共同参画計画「男

女共同参画ひこねかがやきプラン」を策定するとともに、2002年（平成14年）には、県内市町村に先駆けて「男

女共同参画を推進する彦根市条例」を施行しました。

　「男女共同参画ひこねかがやきプラン」は、2005年度（平成17年度）末で5年が経過し、少子高齢化など社

会情勢の変化等に対応する内容とするため、彦根市男女共同参画審議会からの答申を踏まえ、2007年（平成

19年）3月に「男女共同参画ひこねかがやきプラン」を改定しました。

　また、男女共同参画を推進する市民活動と啓発の拠点として、2003年（平成15年）に、彦根市男女共同参

画センターを設置し、2006年（平成18年）彦根市男女共同参画センターに指定管理者制度を導入しました。

（４）彦根市の取組

　1977年（昭和52年）に「国内行動計画」を策定し、女性問題への本格的な取組がはじめられました。その結

果、1985年（昭和60年）の「女子差別撤廃条約」の批准を契機に法制度面の整備が進められました。

　1996年（平成8年）には、男女共同参画社会形成の促進に関する新しい国内行動計画「男女共同参画

2000年プラン」が策定され、さらに、1999年（平成11年）には、男女共同参画社会の実現を21世紀の最重要課

題と位置づけ、「男女共同参画社会基本法」が施行されました。この法律は、男女共同参画社会の形成につ

いての基本理念を明らかにし、国、地方公共団体および国民が男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進することを定めています。

　「男女共同参画基本計画」については、2000年（平成12年）に閣議決定され、総合的かつ計画的な取組が

進められてきましたが、これまでの取組を評価・総括し、2005年（平成17年）には第2次計画、2010年（平成22

年）には第3次計画が策定されています。

　それまでは女性を中心とした「仕事と家庭の両立」の取組であったのが、男女あらゆる年代層を対象として、

育児や介護にとどまらないあらゆる活動との調和である「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の取組へ

と深化しています。2007年（平成19年）には「仕事と生活の調和憲章」「仕事と生活の調和推進のための行動

指針」を策定し、官民あげての仕事と生活の調和の推進を図っているところです。

　女性の参画拡大のためには、一層戦略的な取組が必要とされることから、2008年（平成20年）には男女共

同参画推進本部において「女性の参加加速プログラム」が策定され、仕事と生活の調和の実現、女性の能力

開発・能力発揮に対する支援の充実、意識改革の３つを一体として推進することが打ち出されています。

（２）日本の動き
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第１章　計画の基本的な考え方

３　めざす将来像と基本理念

４　計画の目的

１　男女が共に参画する

２　多様な生き方を尊重する

３　男女間のあらゆる暴力をなくす

（１）めざす将来像

　市民が互いの人権を尊重し、女性と男性が共にあらゆる分野に参画し、「性別にかかわりなく 多様な生き方

が認められ 一人ひとりが輝いて生きられるまち ひこね」を実現するために、問題点を明らかにし、その課題をつ

かみ、解決に向けて取り組む施策を計画的に推進します。

男女を問わず、一人ひとりが自立した人間として、個性や自主性が尊重され、
誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会を
実現する。

（２）基本理念

●基本方向

性別にかかわりなく　多様な生き方が認められ
一人ひとりが輝いて生きられるまち　ひこね

「男女共同参画を推進する彦根市条例」を踏まえ、次の基本理念を掲げます。

５　計画の性格と位置づけ

　この計画は、憲法や女子差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、国や県の「男

女共同参画基本計画」「滋賀県男女共同参画計画」の考え方のもと、本市における男女共同参画社会の実

現に向け、総合的に施策を進めるための指針となります。

　この計画は、「男女共同参画を推進する彦根市条例」に基づき策定しています。また、本市の行政運営を総

合的かつ計画的に行うための「基本構想」および「彦根市総合計画」を基本にして、「人権が尊重されるまち

彦根をつくる条例」や「彦根市次世代育成支援行動計画」など、関連する条例や計画との整合を図り関係性

を保ちながら、市と市民や事業者が一体となって取り組む行動計画です。なお、この計画の基本目標５「性暴

力を許さない社会をつくる」にかかる施策・事業計画は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律第2条の3第3項に規定されている「市町村基本計画」として位置づけています。

　この計画は、2001年（平成13年）3月に定め、2007年（平成19年）3月に改定した彦根市男女共同参画計

画「男女共同参画ひこねかがやきプラン」のフォローアップを行い、見直し計画として策定したものです。

６　計画の期間

　2011年度（平成23年度）から2020年度（平成32年度）までとします。

　ただし、社会情勢の変化等に対応し、適宜見直しを行います。
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第 2 章
計画の体系

めざす将来像

性別にかかわりなく　多様な生き方が認められ
一人ひとりが輝いて生きられるまち　ひこね

男女を問わず、一人ひとりが自立した人間として、個性や自主性が尊重され、
誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会を実現する。

基本理念

基本方向

男女が共に
参画する

多様な生き方
を尊重する

男女間の
あらゆる暴力を

なくす

基本目標 推進課題

社会や家庭における男女共同参画学習の推進 男女共同参画に関する気づきと実践のための学習の充実
男女共同参画の視点に立ったリーダーの育成
男女共同参画教育の充実
教職員・保育士研修の充実
性と生殖の健康・権利に関する啓発
社会的性別（ジェンダー＊）の視点から男女の心の健康に気づくための取組
社会的性別（ジェンダー）の視点に気づくための広報・情報提供
市民等の意識調査と分析の活用
性差別撤廃へ向けた国際的な取組、国・県の取組に関する情報の収集と提供
メディア情報を適切に判断できる能力の向上

審議会・委員会等への女性の積極的な登用やクォータ制＊の導入
女性の管理・監督職等への積極的な登用
職場での管理・監督職や団体役員等への女性の登用

自治会など地域活動の意思決定の場における男女共同参画の促進

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する情報提供
働き方の見直しのための取組支援
仕事と家庭や地域活動等の両立を支える就労環境の整備
職場での積極的改善措置（ポジティブ・アクション＊）の導入促進
家族経営等における男女共同参画の取組
男女対等な職業観・労働観に立った企業の育成
健康に関する保護制度の浸透
職場における性的嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメント＊）対策の促進

チャレンジ支援

地域活動における男女共同参画の促進
市民活動における男女共同参画の促進

痴漢をはじめあらゆる性暴力・性犯罪を許さない市民意識の醸成
配偶者や恋人間の暴力（ドメスティック・バイオレンス＊）の防止に向けた取組の推進
性暴力・性犯罪予防のための取組の推進
各種相談の充実
支援関係者への研修の充実
各種関係機関との連携

市民、事業者、NPO＊等との協働体制づくり
ボランティアが活躍できる環境づくり
男女共同参画センター「ウイズ」の各種啓発事業の推進
男女共同参画センター「ウイズ」における相談事業の充実
推進本部体制の充実
男女共同参画の視点に立った各種施策の推進
計画の進行管理

企業・団体等の意思決定機関での男女共同参画の促進

男女が共に仕事でチャレンジできる環境づくり

地域での男女共同参画の促進

学校と保育の場における男女共同参画教育の推進

男女が共に地域で活躍できる環境づくり

市、市民、事業者等の協働＊

男女共同参画センター「ウイズ」の充実

互いの性を尊重し、男女の心と身体の健康に気づくための取組

審議会・委員会等行政における意思決定機関での男女共同参画の推進

施策の方向

男女共同参画に関する啓発・情報提供

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス＊）の推進

あらゆる性暴力をなくすための取組

推進体制の強化

被害者等への支援

男女共同参画の職場と企業風土づくり

1　男女共同参画への一人ひとりの気づきを広める

2　社会的な意思決定などの場で男女共同参画を
     推進する

3　働き方や職場環境を見直す

5　性暴力を許さない社会をつくる

計画の推進

4　男女が共に仕事や地域でチャレンジできる環境をつくる
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第３章　施策の内容

基本目標

1 男女共同参画への一人ひとりの気づきを広める

【現状と課題】

【めざす成果（男女共同参画社会のイメージ）】

成果指標

　市民意識調査によれば、「この10年間に男女平

等は進んだと思うか」という問に対して、「ある程度進

んだ」という評価が10年前の前回調査よりも増加し

ています。（グラフ１、グラフ２）

　しかし、「男だから、女だから」という固定的な役割

意識、女性は出産・子育て、あるいは男性は仕事とい

うような役割意識や、相変わらず偏った家事の分担

状況は残されており、今後とも、家庭や職場、学校、

地域で、一人ひとりが男女共同参画の視点から意

識や考え方を見直していけるよう、地道な取組を継

続していく必要があります。

　しかし、意識を変えるといっても、人から言われて変

わるものではなく、自ら疑問をもち、固定的な役割意

識が不合理であることに気づく必要があります。

　例えば、「なぜ、家事・育児・介護は女の役割で、仕

事で稼ぐのは男の役割なの」とか、「なぜ、結婚して

子どもを産むのが女の幸せだと決めつけられるの」と

いった疑問が、男女共同参画への気づきと学習につ

ながることがあります。

　意識改革は大変時間のかかる取組であり、地域

における出前講座など社会教育・家庭教育の展開を

通じて、一人ひとりの気づきと学びを応援する必要が

あります。

　また、世代によって男女共同参画に関する意識が

異なる傾向があります。次世代につなげる地道な努

力として、学校における男女共同参画に関する教育

の充実・継続に努める必要があります。

グラフ１

グラフ2

○地域や学校などにおける啓発や教育および情報提供によって、男女共同参画社会の大切さについての気

づきと学びが、少しずつ着実に広がっていきます。

指標名

出前講座の開催回数

学校における副読本の活用

回

校

15

20

30

全校
（24）

成果指標の説明単位
基準値 目標値

H21年度 H27年度

小・中学校での男女共同参画の副読
本の活用により、男女共同参画への
学びと気づきの広がりがわかります。

各種団体等の男女共同参画社会の実
現に向けた取組状況がわかります。

第 3 章
施策の内容
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第３章　施策の内容

基本目標

1
男女共同参画への
一人ひとりの気づきを広める

推進課題（１）　社会や家庭における男女共同参画学習の推進

①男女共同参画に関する気づきと実践のための学習の充実

施策の方向

　　出前講座をはじめ、地域・家庭での学習の展開を通じて、男女共同参画の大切さに気づき、学び、行動に

移すための学習内容と機会の充実に取り組みます。

②男女共同参画の視点に立ったリーダーの育成
　　男女共同参画社会の実現をめざすための地域リーダーを育成し、その活動を支援します。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

男女共同参画に
関する気づきと
実践のための
学習の充実

男女共同参画の
視点に立った
リーダーの育成

人権に関する
研修会等の開催 人権政策課

子ども未来室

生涯学習課

市民交流課

市民交流課

市民交流課

生涯学習課
全庁

生涯学習課
保健体育課

男女共同参画
フォーラムの開催

男女共同参画
セミナー等の開催

公民館等の
自主講座

出前講座の開催

地域子育て支援
センター等にお
ける事業

男女が共に
参加しやすい
講座の開催

子ども会や
スポーツ団体等の
指導者への研修

地区別懇談会などの開催を通じて、性差別の解消
や男女共同参画の推進に向けた人権学習を充実
する。

子育て講座を開催し、父親等男性の育児の関わり
方等を学ぶとともに子育ての悩みについての情報
交換をする。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

人権啓発リーダー
養成講座の開催

男女共同参画を
推進する団体の
育成・支援

人権政策課

市民交流課

市民交流課
全庁

女性の人材育成
講座の開催

女性や子どもなど様々な人権問題に関する基礎
的な知識を学び、啓発活動を推進するための養成
講座を開催する。

女性人材育成講座を開催し、地域等で活躍できる
人材を育成する。

男女共同参画社会実現のための研究や活動を
行っている団体等を把握し、活動を支援する。

女性の能力開発や生きがい形成のほか、男女の固
定的な役割分担にとらわれない市民意識を醸成
できるような学習機会を提供する。

地域や団体などに出向き、性別役割分業意識の払
拭やそれに基づく慣習の改善などについて啓発
する。

幅広い年齢層の男女が生涯を通じて共に学習でき
るよう、講座内容や開催時間等について工夫する。

子ども会、スポーツ少年団等の指導者がジェン
ダー＊の視点が持てるように、啓発や研修を行う。

公募により組織する実行委員会に委託し、「男女
共同参画フォーラム」を開催する。

男女共同参画について理解を深めるためのセミ
ナー等を開催する。
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第３章　施策の内容

基本目標

1
男女共同参画への
一人ひとりの気づきを広める

推進課題（２）　学校と保育の場における男女共同参画教育の推進

① 男女共同参画教育の充実

施策の方向

　　子どもたち一人ひとりの個性と能力が尊重され、性別にとらわれず、生きる力、育つ力を伸ばすことのできる

教育を進めます。

　　学校において、男女共同参画社会の大切さに関する教育を進めます。

② 教職員・保育士研修の充実
　ジェンダーに気づく視点に立って教職員・保育士の研修を進めます。

　隠れたカリキュラム＊の点検ができるなど、職員の意識改革と指導力向上のための研修を行います。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

男女共同参画
教育の充実

教職員・保育士
研修の充実

学習指導の充実 学校教育課

学校教育課

学校教育課
子育て支援課

学校教育課
子育て支援課

学校教育課

子育て支援課

学校教育課

副読本の活用

教職員の研修

保育士の研修

教材や遊具等の
選定

教職員の役割
分担の見直し

道徳教育、性教育、技術・家庭科などに、ジェンダー
に気づく視点を取り入れた教育活動を推進する。

保育所、幼稚園、小・中学校の教材や絵本等を購
入するとき、ジェンダーに気づく視点をもって選
定する。

男女共同参画に向けた意識改革のための研修を
推進する。
隠れたカリキュラムの点検ができるなど、職員の
意識改革と指導力向上のための研修を実施する。

学校・園における校務分掌や各行事での指導等の
役割分担に隠れたカリキュラムがないかを点検し、
職員の意識改革を推進する。

県配布の副読本を活用し、男女共同参画推進にか
かる教育を充実する。

保護者への啓発
小・中学校や幼稚園、保育所だよりなどを通して、
男女共同参画の推進について啓発する。

男女共同参画に向けた意識改革のための研修を
推進する。

推進課題（３）　互いの性を尊重し、男女の心と身体の健康に気づくための取組

① 性と生殖の健康・権利に関する啓発

施策の方向

　　性と生殖に関する健康と権利を認め合い、心と身体の健康を守るため、互いの性と人権の尊重を基礎に

した正しい性教育の充実や知識・情報の提供に取り組みます。

② 社会的性別（ジェンダー）の視点から男女の心の健康に気づくための取組
　　男性も女性もジェンダーに由来するストレス等から心の健康を害することのないよう、適切な相談の充実や

啓発の推進に取り組みます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

性と生殖の
健康・権利に
関する啓発

社会的性別
（ジェンダー）の
視点から男女の
心の健康に気づく
ための取組

学校における
性教育の充実

学校教育課
保健体育課

健康推進課

健康推進課

障害福祉課

性と生殖の健康・
権利に関する
情報の提供

心の健康に関する
情報の提供

学校における保健学習を充実し、児童・生徒に思春
期における心と体の発達について理解させ、性と
生命を尊重する態度を育成する。

うつ病をはじめとした心の病についての啓発や働
く世代のメンタルヘルスに関する啓発を行う。

母子健康手帳の発行、ハローベビー教室、個別相
談等あらゆる場を通じて、互いの性と健康に関す
る情報提供を行う。

自殺対策の推進
自殺対策を強化するため、うつ病など精神疾患の
相談窓口の開設や啓発を行う。また、自殺対策
ネットワーク会議の設置を行う。
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第３章　施策の内容

基本目標

1
男女共同参画への
一人ひとりの気づきを広める

推進課題（４ ）　男女共同参画に関する啓発・情報提供

① 社会的性別（ジェンダー）の視点に気づくための広報・情報提供

施策の方向

　　男女共同参画の大切さやジェンダーの視点に気づき、学ぶことへのきっかけとなるよう工夫を加えながら、広

報や情報提供を進めます。

　　男女共同参画や女性問題等に関する資料や情報を収集し、提供・発信します。

② 市民等の意識調査と分析の活用
　市民の意識や実態を定期的に調査分析し、施策の成果に関する点検や施策の推進に活用します。

③ 性差別撤廃へ向けた国際的な取組、国・県の取組に関する情報の収集と提供
　　性差別撤廃へ向けた国際的な取組や国・県の取組などに関して、情報の収集を行うとともに、市民への情

報提供に活用します。

④ メディア情報を適切に判断できる能力の向上
　　メディア情報（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなど）が溢れ、誰もが容易に様々な情報を得られる中

で、適切に判断できる能力（メディア・リテラシー＊）を向上させるための取組を行います。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

社会的性別
（ジェンダー）の
視点に気づくため
の広報・情報提供

性差別撤廃へ向けた
国際的な取組、
国・県の取組に関する
情報の収集と提供

市民等の意識調査
と分析の活用

メディア情報を
適切に判断できる
能力の向上

人権啓発資料の
作成・活用

気づきのための
広報の工夫

人権政策課

市民交流課

商工課

市民交流課

市民交流課

市民交流課

市民交流課

市民交流課

市民交流課

市民交流課

市民交流課
図書館　　

広報誌
「かけはし」等の
発行

企業等への広報

資料の収集・提供

女性の人権や男女共同参画の視点を取り入れた
人権啓発資料を作成し、地域や企業等での人権啓
発に活用する。

男女共同参画社会実現のための課題を取り上げ、
「広報ひこね」への関連記事の掲載や広報誌「かけ
はし」を作成し全戸配布する。

男女共同参画に関するアンケート調査や市民意識
調査等の結果を分析し、事業推進の資料として活
用する。

企業等職場における男女平等が浸透するよう啓
発を行う。

男女共同参画意識の自己診断パンフレット等を作
成し、広報や啓発に活用する。

関連図書・ビデオ
等の収集と貸出

男女共同参画に関連する図書やＤＶＤ、ビデオの
収集と貸出を行う。

国・県の情報の
収集・提供

男女共同参画に
関する市民意識
調査

男女共同参画に
関する市民意識
調査の分析と活用

国・県等の情報を収集し提供する。

情報の収集と
提供 国連、国、県、市等の情報を収集し提供する。

男女共同参画に関するアンケート調査や市民意識
調査等を行う。

メディア・リテラ
シー向上のため
の取組

メディア・リテラシーに関する学習機会の提供を行う。

男女共同参画の視点に立って、資料の収集や提供
を行う。
男女共同参画意識の高揚を図るため、関連図書を
展示し、啓発に努める。
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第３章　施策の内容

●　出前講座やセミナー等に積極的に参加しましょう。

●　学んだことを地域活動や市民活動の中で活かしていきましょう。

●　慣習やしきたりの中の不合理や男女差別に気づき、見直しましょう。

●　家事や育児を男女が共に担いましょう。

●　男の子だから、女の子だからという考え方にとらわれず、子どもの個性を大切に育てましょう。

●　ジェンダーにとらわれない柔軟な考え方の子どもに育てましょう。

●　学校で学んだ男女共同参画教育が、家庭でも活かされるようにしましょう。

●　教育や保育に積極的に参加し、ジェンダーにとらわれない学校や社会にしましょう。

市民にできること

男女が共に自分らしく生きるため、男だから、女だからと決めつけないで、
考え方を見直してみましょう。

基本目標

2 社会的な意思決定などの場で男女共同参画を推進する

【現状と課題】

　社会のあらゆる分野へ男女が対等に参画してい

き、互いに能力を発揮するためには、意思決定の

場が男女どちらかに偏らないようにすることが必要

です。

　彦根市の各種審議会における女性の登用率

は、2005年度（平成17年度）の28.9％から2008年

度（平成20年度）には33.1％に上がりました。今後

も、各種審議会の委員の選考にあたって、いっそう

男女比率が偏らないよう配慮する必要があります。

　彦根市職員の管理・監督職のうち女性の割合

は、2008年度（平成20年度）20.4％で、2005年度

（平成17年度）の18.3％からやや上昇しましたが、ま

だ低い水準となっています。今後、女性職員の管

理・監督職への積極的な登用や職域拡大をはじ

め、あらゆる分野における女性の参画が進むよう取

り組む必要があります。

　平成21年度に実施した企業・事業所アンケート

結果では、管理職の97.7％が男性でした（グラフ

１）。今後、企業やＮＰＯ、各種団体における意思決

定の場への女性の参画が進むよう働きかける必要

があります。

　自治会等の地域の役員については、まだ女性の

参画が少ない状況です。地域の役員への女性の

参画を促進するためには、偏った性別役割分業意

識の改善や社会的な仕組みも同時に変えていか

なければなりません。その上で、自治会等の地域の

役員への女性の参画を促進する取組への支援に

努める必要があります。

グラフ１
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【めざす成果（男女共同参画社会のイメージ）】

成果指標

グラフ2

○行政や地域等における意思決定の場への女性の参画が進められ、女性の能力が活かされるとともに、女

性、男性、共に意見が反映されます。

指標名

市の審議会等における
女性委員の割合が40～60％
である審議会等の割合

自治会の役員（会長・副会長）に
女性が含まれる団体の割合

％

％

27

9

60

15

成果指標の説明単位
基準値 目標値

H21年度 H27年度

自治会における男女共同参画推進へ
の取組の広がりがわかります。

男女共同参画の視点からの意見が政
策・方針等へ反映されていくことがわ
かります。

基本目標

2
社会的な意思決定などの場で
男女共同参画を推進する

推進課題（１）　審議会・委員会等行政における意思決定機関での男女共同参画の推進

① 審議会・委員会等への女性の積極的な登用やクォータ制＊の導入
施策の方向

　　市政に幅広い市民の意見を反映させることを目的に設置している審議会等において、男女ともにその意見

を反映するため、委員の性別が偏ることなく構成されるよう取り組みます。

　　このため、特に男女共同参画が必要な審議会等をはじめ、できるかぎりの審議会等においてクォータ制の

導入に取り組みます。

② 女性の管理・監督職等への積極的な登用

　　市行政において、より活躍できる女性職員の育成と能力発揮の機会の充実に努め、管理・監督職への登

用を進めます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

審議会・委員会
等への女性の
積極的な登用や
クォータ制の導入

女性の管理・監督
職等への積極的
な登用

市の審議会等へ
の女性の登用の
推進

クォータ制の
導入

職員の研修機会
の充実

女性職員の職務・
職域の拡大

管理・監督職への
女性の積極的な
登用

ワーク・ライフ・バ
ランスのための
職場環境の整備

人事課
全庁

人事課
全庁

人事課
全庁

人事課

人事課

人事課

審議会等への女性の積極的な参画を推進するた
め、女性委員の比率が低い審議会等においては改
選時に事前協議するなどして、女性登用の推進を
図る。

委員の性別が偏ることなく構成されるよう、委員
総数に対して、初めから男女の委員数を定める
クォータ制度の導入を推進する。

職員の能力と適性に応じた人材育成を行うととも
に、男女共同参画に関する理解等を深めるため、
職員の研修機会の充実を図る。

次世代育成支援対策推進法に基づく「彦根市特定
事業主行動計画」等の推進により、ワーク・ライフ・
バランスのための職場環境を整備する。

各職員の能力と適性に応じ、管理・監督職への女性
の積極的な登用を図る。

女性職員が行政のより広い分野で活躍できるよ
う、職務・職域の拡大を図る。

※自治会については内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（平成20年）,
　NPOについては経済産業研究所「平成18年度「NPO法人の活動に関する調査研究（NPO法人調査）」報告書」（平成19年）,
　商工会については全国商工会連合会調べ（平成20年）。
※商工会は ,全国商工会傘下商工会連合会に占める女性役員の割合。
資料 ： 男女共同参画白書（平成21年度版）

合



22 第３章　施策の内容 23第3章　施策の内容
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基本目標

2
社会的な意思決定などの場で
男女共同参画を推進する

推進課題（２）　企業・団体等の意思決定機関での男女共同参画の促進

① 職場での管理・監督職や団体役員等への女性の登用

施策の方向

　　関係団体と連携しながら、市内企業・団体等における女性の管理・監督職への登用や職域の拡大、意思

決定にかかわる場への参画を進めるよう働きかけを行います。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

職場での管理・
監督職や団体役
員等への女性の
登用

企業・団体等に
対する啓発活動
の充実

商工課
全庁

市民交流課
全庁

市民交流課
全庁

商工会等や地場
産業組合等との
連携

関係機関との連携により、職場での女性の管理・監督
職への登用や職域拡大、方針決定の場への女性の参
画が推進するよう、企業・団体等への啓発を行う。

市が出資する法人や市の公共施設の管理運営を
行う指定管理者等の関係団体などに対して、意思
決定の場へ女性の参画を進めるよう働きかける。

市の関係団体な
どにおける意思
決定の場への女
性の参画の促進

商工会、商工会議所、各地場産業組合等と連携し、
各々の会員や組合員である企業等へ働きかける。

推進課題（３）　地域での男女共同参画の促進

① 自治会など地域活動の意思決定の場における男女共同参画の促進

施策の方向

　　自治会等の地域活動において男女共同参画が進むよう、役員選出をはじめ、意思決定の場への女性の

参画を促進するための地域の取組を支援します。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

自治会など地域
活動の意思決定
の場における男
女共同参画の
促進

市民交流課

社会福祉課
人権政策課
全庁

まちづくり
推進室

自治会活動に男女が積極的に参画できるよう、役
員構成や選出方法の見直しについて自治会への
啓発を行う。

男女が共に地域の課題解決に参画していくと、新
たな視点から生活に密着した取組が生まれること
を、男女共同参画に取り組まれている自治会等を
紹介しながら啓発を行う。

3年任期である民生委員児童委員および主任児
童委員について、改選時ごとに女性の積極的な選
出に取り組んでいる。前回改選時の平成19年
12月時点で4割弱が女性委員であり半数を目標
に取り組む。
人権擁護推進員等の推薦にあたっては、女性が登
用されるよう地域に働きかける。

●　審議会や委員会には積極的に参画しましょう。

●　職場でも性別役割分業意識の払拭に努め、意思決定の場に女性が参画できるよう働きかけましょう。

●　地域活動に男女が共に参画できるよう、不合理な習慣やしきたり、会則等があれば改善していきましょう。

●　自治会など地域社会で男女共同参画を進めましょう。

市民にできること

市民、事業者などで物事を決めるときに、男女が共に参画しましょう。

自治会役員選出
における男女共同
参画の促進支援

民生委員、人権
擁護推進員等に
おける男女共同
参画の促進支援

出前講座の開催
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第３章　施策の内容

基本目標

3 働き方や職場環境を見直す

【現状と課題】

　平成22年度版男女共同参画白書（内閣府）の

「男女共同参画社会の形成の状況」によると、次の

ような現状があげられています。

　●共働きが増加傾向で推移するとともに、子どもが

できても継続的に就業を望む女性が増加してい

ること（グラフ１）

　●女性の労働力率は20歳代後半から30歳代後

半にかけて上がってきているが、依然として、30

歳代を底としたいわゆるＭ字カーブを描いてい

る。他の先進国では年齢階級別労働力率にＭ

字のくぼみは見られず、国際的にはまだ低い状

況であること

　●非正規労働者の割合が増加していること

　●女性の起業の半数近くがサービス分野であること

　●仕事と家事・育児・介護等との両立ができ、キャリ

アアップが見通せる環境が求められていること

　平成21年度に実施した市民アンケート結果では、

女性の半数が働いており、その内訳では「臨時の勤

め人」が前回調査と比べて大きく増えています（グラ

フ２、グラフ３）。職場での男女差別感はやや減少し

ているものの、まだ4割の人が「不平等がある」として

おり、その内容として、仕事内容、賃金・給与、昇進・

昇格等をあげています（グラフ４、グラフ５）。

　一方、仕事と生活の調和がとれた暮らしのために

必要なことをたずねたところ、上司の理解をあげる人

が最も多いほか、女性では子育てに伴う休暇や短

時間勤務が可能なことをあげる人が多い状況でした

（グラフ６）。なお、事業所側の実態としては、介護・育

児休業について約9割の事業所が内部規則化され

ているものの、実際の介護休業制度の利用は少な

く、育児休業制度の利用は全員女性で、男性がいな

いという結果でした。

　今後、仕事を続けたいと希望しながらも、出産、育

児、介護などによって退職を余儀なくされる状況を解

消していくこと、仕事と生活の調和を図れるような企

業風土の育成や職場環境の整備を支援していくこ

と、男女が共に能力を発揮できる職場環境の整備を

支援していくこと、そのため関係団体との連携を図る

ことが必要です。

 

グラフ2

グラフ1
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グラフ6グラフ3

グラフ4

グラフ5

基本目標

3
働き方や
職場環境を見直す
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グラフ2

【めざす成果（男女共同参画社会のイメージ）】

成果指標

○仕事と生活の調和が図られ、多様な働き方が認められ、生涯を通して充実した生活を送ることができます。

○男女が共に能力を発揮できる職場が実現されます。

指標名

30歳代平均給与収入金額に
おける男性を100とした
女性の割合

市男性職員の
育児休業取得率

％

％

47

2.5

53

10

成果指標の説明単位
基準値 目標値

H21年度 H27年度

女性はもちろん男性も育児休業の取
得が進み、仕事と生活が調和した企
業・職場の広がりにつながります。

男性と比べて、30歳代以降に格差拡
大していく女性の給与収入金額を上
げることで、企業内における女性の能
力の発揮や生活における経済的自立
につながります。

　彦根市の女性の給与所得者数（■の折れ線グラフ）を年齢階級別に見ると、30歳代を底とした、いわゆ
るＭ字カーブを描いています。男性にはこの傾向は見られず、女性は結婚、出産、子育て期に就業を中断し
ていることが分かります。

　また、グラフ２は、女性の年間給与収入金額は男性と比べてどれくらいの割合かを見たものです。各年と
も30歳代に入ると急激に低くなり、男性の半分（50％）にも満たなくなっています。この背景には、女性は
パートや臨時といった非正規雇用が多いこと、就業継続や再就職が難しいなど、就業構造の問題がありま
す。なお、60～64歳が40、50歳代より上がってきているのは、男性が定年退職等により下がったため、
相対的に上がっていると考えられます。

基本目標

3
働き方や
職場環境を見直す

グラフ1
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推進課題（１）　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

①仕事と生活の調和（ ワーク・ライフ・バランス）に関する情報提供

施策の方向

　　男女が共に仕事と家事・育児・介護等の家庭生活のバランスを図れるよう、ワーク・ライフ・バランスの推進や

偏った家事等の分担の改善について、広報や情報提供を進めます。

　　関係団体と連携しながら、ワーク・ライフ・バランスの推進について、企業等への広報や情報提供あるいは奨

励支援を進めます。

② 働き方の見直しのための取組支援
　　関係機関と連携し、労働時間、有給休暇の取得等の基準の遵守を企業に働きかけます。

　　低賃金という問題を伴うことなくワークシェアリング＊が進むよう、国・県と連携した制度的整備を図りながら、労

働時間短縮、フレックスタイム制＊の導入など働き方の見直しについて、事業主や働く人への啓発を行います。

③ 仕事と家庭や地域活動等の両立を支える就労環境の整備
　　育児休業・介護休業が円滑に取得され、仕事と家庭（育児・介護等）や地域活動等の両立がはたされるよう、

制度の普及に向けて、関係機関、関係団体と連携しながら、啓発を進めます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

市民交流課

子育て支援課
介護福祉課

商工課

商工課

商工課

商工課

仕事と家庭生活や地域活動の調和を考えるキッカ
ケの紹介から、時間の使い方や自分の生き方を考
え、充実した家庭生活が送れるよう、広報や情報提
供を行う。

関係機関と連携して、企業等事業主や被雇用者に
対して、働き方の見直しのために、労働時間短縮
やフレックスタイム制、在宅就労に関する啓発を
行う。

関係機関と連携して、事業主や被雇用者に対し
て、法制度の周知・普及を図るとともに、男女が共
に休業を適正に取得できるように啓発を行う。

仕事と家庭の両立を支えるため、多様化する保育
ニーズに対応できるよう保育サービスの充実や保
育施設や設備の整備を行う。また、放課後児童健
全育成事業の充実に取り組む。
介護者の負担を軽減するため、介護保険サービス
施設の整備を行う。

関係機関と連携して、市内の企業等を対象に、
ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供を行う。

関係機関と連携して、市内の企業等を対象に、労働
基準法などの法令基準の遵守の働きかけを行う。

ワーク・ライフ・
バランスに関す
る広報

企業への情報
提供等

事業主や働く人
への啓発

育児・介護休業
制度の徹底

育児や介護支援
の基盤整備

企業への法令
基準遵守の働き
かけ

仕事と生活の調
和（ワーク・ライ
フ・バランス）に
関する情報提供

仕事と家庭や地
域活動等の両立
を支える就労環
境の整備

働き方の見直しの
ための取組支援

基本目標

3
働き方や
職場環境を見直す
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推進課題（２）　男女共同参画の職場と企業風土づくり

①職場での積極的改善措置（ポジティブ・アクション＊）の導入促進

施策の方向

　　企業・団体等において、男女の機会均等を確保するだけでなく、労働者の男女間に生じている差を解消す

るために、企業などが積極的に取り組むよう、関係機関、関係団体と連携しながら、啓発を進めます。

②家族経営等における男女共同参画の取組
　　農林水産業・商工自営業等の重要な担い手である女性の経営参画を進めるため、男女共に気づきと学び

が図れるような啓発や研修機会の提供、家族経営協定＊等の普及に取り組みます。

③男女対等な職業観・労働観に立った企業の育成
　　女性が生涯にわたって職業を持ち、それぞれの自己実現が図れるよう、経営者の意識改革のもとに男女

対等な職業観・労働観に立った企業の育成を支援します。

　　採用や賃金・給与、昇進・昇格等の面など、雇用における男女の不平等が解消されるよう、関係団体と連

携しながら、啓発を進めます。

④健康に関する保護制度の浸透
　　働く女性の健康が保護され、妊娠・出産に伴う不利益な取り扱いがなく、安心して働き続けられるよう、法令

の趣旨徹底に向けた啓発や広報に取り組みます。

　　働く人の健康が保護され、過労死などの悲惨な事態を招かないよう、法令の趣旨徹底に向けた啓発や広

報に取り組みます。

⑤職場における性的嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメント＊）対策の促進
　　職場におけるセクシュアル・ハラスメント等を防止するとともに、企業の内部規則化や対策組織づくりなどの

取組を促進するため、啓発や広報に取り組みます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

職場での積極的
改善措置の導入
促進

家族経営等にお
ける男女共同参
画の取組

男女対等な職業
観・労働観に立っ
た企業の育成

健康に関する保
護制度の浸透

商工課

商工課

商工課

商工課

商工課

商工課

商工課

農林水産課

人権政策課

市民交流課

滋賀労働局など関係機関と連携し、事業所におけ
る男女の労働条件格差是正に向けた啓発を行う。

積極的改善措置
の導入促進

企業啓発訪問等により経営者層の意識改革を促
し、男女共同参画に取り組む企業への支援を行う。

企業への出前講
座等の展開

企業・団体における、男女が働きやすい職場環境づ
くりに向けた研修に対して、協力・支援を行う。

生理休暇や妊娠・出産に関する保護のための休暇
が、安心してとれるよう啓発を行う

企業等が実施す
る研修への支援

女性の健康保護
のための啓発

働く人の健康保
護のための啓発

事業所等に対して、募集・採用、配置・昇進、教育訓
練など、実態把握や情報収集を行い、男女雇用機
会均等法等の趣旨や内容の周知徹底に取り組む。

関係機関と連携し、事業主や被雇用者に対して、男
女が共に健康で働き続けられるための適切な就業
条件がとられるよう、啓発を行う。

関係機関と連携し、事業主や被雇用者に対して、
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法を周知・普
及するとともに、妊娠中の女性に対して、適切な就
業条件がとられるよう、その保護について啓発を
行う。

男女雇用機会
均等法等の普
及・啓発

生理休暇や妊
娠・出産に関する
保護制度の啓発

セクシュアル・ハ
ラスメント対策
に関する啓発

職場における性
的嫌がらせ（セ
クシュアル・ハラ
スメント）対策の
促進

家族経営協定等
の普及啓発

企業訪問を通じた
啓発活動の充実

家族従事者においても、役割と貢献に見合った報
酬が得られ、経済的自立が図れるよう、家族経営
協定の普及に向けた、情報の提供および普及啓発
を行う。

セクシュアル・ハラスメントの防止のための職場に
おける研修の取組や、企業の内部規則化や対策組
織づくりなどの取組を促進するための啓発を行う。

企業内同和問題の啓発に係る訪問時に、男女共同
参画や次世代育成に関するパンフレットを配布し、
啓発を行う。

基本目標

3
働き方や
職場環境を見直す
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●　一人ひとりが自分や家族にとってのワーク・ライフ・バランスについて考え、できることから実践していきましょう。

●　母性保護の重要性について理解を深めましょう。

●　子育て、家族の介護などで、家庭生活に比重のかかる時期は誰にでもあることを理解し、自らが制度（育

児・介護休業制度、男女雇用機会均等法、母性保護制度など）を活用しましょう。

●　子育てをしながら安心して働き続けられるよう、職場内で協力し合いましょう。

●　男女互いに対等なパートナーとして尊重し、セクシュアル・ハラスメントを起こさない職場環境をつくりましょう。

●　事業主は、男女共同参画の視点から職場環境を見直し、積極的に改善していきましょう。

市民にできること

男女が共に能力を発揮できる職場環境をつくりましょう。

基本目標

4 男女が共に仕事や地域でチャレンジできる環境をつくる

【現状と課題】

　多様な生き方を尊重するという視点から、性別に関わりなく、一人ひとりの市民が、自己実現や幸福追求を

めざして、仕事や地域活動、社会活動を自分で選び、チャレンジできる環境をつくっていくことが求められます。

　仕事においては、女性や男性が再就職や起業などにチャレンジする活動を支援する取組を進めていく必要

があります（グラフ１）。

　市民が、性別に関わりなく、地域や社会への参画機会を自分で選び、積極的に参画していけるよう、市民

団体やＮＰＯ＊等に関する情報の提供や機会の拡充などに努めていく必要があります。

グラフ１
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グラフ3

【めざす成果（男女共同参画社会のイメージ）】

成果指標

○性別に関わりなく、自分の意思で能力を発揮できる職場や地域社会が実現されます。

指標名

30歳代の給与所得者数に
おける女性の割合 ％ 41 44

成果指標の説明単位
基準値 目標値

H21年度 H27年度

結婚、出産、子育て期に低下している
30歳代女性の就業者数を上げるこ
とで、能力を発揮できる人が増えるこ
とがわかります。

　28ページのグラフ1で見るとおり、結果として30歳代女性の給与所得者数が男性に近づいていく
（50％に近づいていく）ことは、女性の就業継続、仕事の質の向上、能力の発揮促進、仕事と生活の調和の
推進、様々なライフスタイルの選択に中立な社会制度の構築等、男性も含めた仕事のやり方の見直しや女
性が活躍できる企業風土、多様性のある社会づくりへのバロメーターになります。
 

推進課題（１）　男女が共に仕事でチャレンジできる環境づくり

①チャレンジ支援

施策の方向

　起業や再就職などのチャレンジ支援を図るため、情報提供や機会の提供に取り組みます。

　女性の就業機会の拡大と職業能力の向上のための機会の充実に取り組みます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

チャレンジ支援

市民交流課

商工課

商工課

受講者が「自分らしさ」を再確認し、再発見し、自
分の魅力を引き伸ばせる講演会や講座等を開催
する。

女性チャレンジ
支援講座の開催

起業・再就職等を
支援する情報・機
会の提供

労働・雇用に関す
る相談、情報の
提供

関係機関と連携しながら、労働・雇用に関する相
談やニーズにあった労働情報サービスの提供を
行う。

関係機関と連携して、起業家をめざす市民等に対
しての各種貸付事業等支援施策の情報の提供や、
経営能力向上の講座、相談等の機会の提供を行
う。また、再就職支援のためのパソコン教室や福
祉住環境コーディネーター講座などの実施や、再
就職に向けての情報提供を行う。

基本目標

4
男女が共に仕事や地域で
チャレンジできる環境をつくる
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基本目標

4
男女が共に仕事や地域で
チャレンジできる環境をつくる

基本目標

推進課題（２）　男女が共に地域で活躍できる環境づくり

① 地域活動における男女共同参画の促進

施策の方向

　　自治会などの地域活動において、性別に関わりなく、自分の意思で地域に貢献する活動が展開されるよう

支援します。

②市民活動における男女共同参画の促進
　　性別に関わりなく、自分の意思で積極的に社会参画していけるよう、市民団体やＮＰＯ等に関する情報の

提供や機会の拡充などに取り組みます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

地域活動におけ
る男女共同参画
の促進

市民活動におけ
る男女共同参画
の促進

消防総務課

生活環境課

介護福祉課
子ども未来室

まちづくり
推進室

まちづくり
推進室

まちづくり
推進室

消防団活動のＰＲを行うとともに、女性消防団員の
さらなる確保のため、広報によるほか、各関係機関
および地域に女性の入団を積極的に働きかける。

安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実
現に向け、地域での防犯活動に男女がともに参画
できるよう啓発する。

環境保全活動に女性の参画を働きかけるととも
に、環境保全の事業を推進する。

高齢者の閉じこもり防止や健康保持等のために活
動を行う地域のボランティア団体を支援する。
子育て支援サポーターは、子どもセンター等で開
催されるひろば事業に従事するほか、地域におい
ても気軽な子育て相談者として活動する。このサ
ポーターのうち男性の占める割合を高めることに
よって、地域の男女共同参画を進める。

防災活動におけ
る男女共同参画
の促進

環境保全活動に
おける男女共同
参画の促進

地域福祉活動に
おける男女共同
参画の促進

防犯活動におけ
る男女共同参画
の促進

各分野で保有している市民団体やＮＰＯ等の市民
活動に関する情報のネットワーク化を図り、市民活
動に参加しやすい環境を整える。

市民団体や
NPO等に関す
る情報の提供

ＮＰＯ等の市民活動団体が行う社会貢献活動への
助成を行うとともに、団体相互の意見交換や情報
交流等の場として、市民活動センター等の中間支
援機関の充実に取り組む。

NPO等市民活
動への支援

●　能力開発のための講座や研修を積極的に受講しましょう。

●　ボランティア活動や地域活動など、自分に合った社会参加の機会を活かしましょう。

●　責任ある立場や新しいチャンスを前向きに捉え、進んでチャレンジしましょう。

市民にできること

男女が共にチャレンジできる職場や地域社会をつくりましょう。



40 第３章　施策の内容 41第3章　施策の内容

第３章　施策の内容

基本目標基本目標

5 性暴力を許さない社会をつくる

【現状と課題】

グラフ１

　平成21年度に実施した市民アンケート結果では、

男女間における暴力被害の経験があった人は、痴

漢23.8％、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）10.1％、セ

クシュアル・ハラスメント7.2％、ストーカー＊3.4％でした。

特に被害を受けやすい女性の場合、痴漢37.9％、Ｄ

Ｖ13.1％、セクシュアル・ハラスメント10.8％、ストーカー

4.4％でした（グラフ１、グラフ２、グラフ３）。ＤＶの内容

としては、「大声で怒鳴られた」が約2割あげられたほ

か、言葉や態度による暴力、身体的暴力などがあげ

られており、身体的暴力だけでなく、言葉や態度によ

る暴力もＤＶとして認識されはじめていることがうかが

えます。ＤＶをなくすために必要なこととしては、相談

体制の充実に関することと、シェルター（避難所）を

設置することが多くあげられており、今後も関係機関

と連携を深めながら取り組んでいく必要があります。

　彦根市男女共同参画センター「ウイズ」相談室に

寄せられた2009年度（平成21年度）の相談件数は

339件あり、専門的な内容の場合は臨床心理士に

よる対応をしましたが、そのうちＤＶに関する相談は9

件でした。また、市の家庭児童相談室への相談件数

405件のうち、ＤＶに関する相談は20件ありました。今

後も、相談事業の推進を図る必要があります。

　交際中の若い人たちの間で起こっている暴力

（デートＤＶ）の問題も顕在化しつつあります。中学校・

高等学校等における教育の充実や若者に対する啓

発・情報提供の充実を図る必要があります。

　児童ポルノなどの子どもに対する性暴力の問題も

顕在化しつつあり、このような性暴力を助長する環

境の改善や啓発を進める必要があります。

【めざす成果（男女共同参画社会のイメージ）】

成果指標

○女性等に対する痴漢やＤＶおよびセクシュアル・ハラスメントなどの性暴力をなくす取組が推進され、誰もが安

心して暮らせる社会が実現されます。

指標名

女性等への暴力防止に向け
た啓発・研修機会の提供回数

回 15 20

成果指標の説明単位
基準値 目標値

H21年度 H27年度

市の関係課が行う研修会や啓発の機
会の増加がわかります。

子ども１１０番の家の設置箇
所数　

箇所 1,799 2,000 子どもの緊急避難所の増加によって
不審者の抑止力の増大がわかります。

グラフ2

グラフ3
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推進課題（１）　あらゆる性暴力をなくすための取組

① 痴漢をはじめあらゆる性暴力・性犯罪を許さない市民意識の醸成

施策の方向

　　女性に対する性暴力は、女性の生命や心身に極めて深刻なダメージを与え、人の尊厳にかかわる重大な

人権問題であり、犯罪であるとの認識が広く浸透するよう、痴漢をはじめあらゆる性暴力・性犯罪を許さない社

会意識づくりに向けて啓発を行います。

　　あらゆる場でのセクシュアル・ハラスメントを防止するため、啓発に取り組みます。

　　性犯罪、売買春、ストーカー行為等、異性を「性」の対象としてのみ捉え、本人の意思、尊厳を無視した人権

侵害が跡を絶ちません。性暴力・性犯罪を許さない社会を築くため、異性を対等なパートナーとして受け止め、

尊重する意識づくりへ向けた啓発に取り組みます。

② 配偶者や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）の防止に向けた取組の推進
　　配偶者からの暴力は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行以来、犯罪行

為であるという認識が浸透しつつあるとともに、身体的暴力だけでなく、言葉や態度による暴力もドメスティック・

バイオレンス（ＤＶ）として認識されはじめています。潜在化しがちなＤＶの防止に向けた啓発活動や相談体制

の充実に向けた取組を推進します。

　　交際中の若い人たちの間で起こるデートＤＶの防止に向けて、中学校・高等学校等との連携による正しい

理解や認識に向けた教育・啓発や、相談体制の充実に取り組みます。

③ 性暴力・性犯罪予防のための取組の推進
　　異性や子どもへの性暴力を許さない環境づくりに努めるため、関係機関と連携しながら、防犯灯の設置、青

少年の育成に有害なＤＶＤ・ゲームソフト・雑誌等の陳列や販売について自粛などの協力要請を行います。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

痴漢をはじめ
あらゆる性暴力・
性犯罪を許さな
い社会意識の
醸成 商工課

人事課

市民交流課

市民交流課

市民交流課

生涯学習課
学校教育課

保健体育課
学校教育課

まちづくり
推進室

女性に対するあらゆる性暴力の問題について理解
を深めるためのセミナー等を開催する。

性暴力追放へ向
けてのセミナー
等の開催

市職員に対し、セクシュアル・ハラスメントの防止
等に向けた取組の推進を図るため、研修会を実施
する。

学校における保健学習を充実し、児童・生徒に思春
期における心と体の発達について理解させ、性と
生命を尊重する態度を育成する。

市職員への啓発

痴漢をはじめあらゆる性暴力・性犯罪防止のため
に、関係機関と連携して、企業訪問等様々な機会
を通じた啓発を行い、企業等で研修の取組が行わ
れるよう働きかける。

防犯意識の高揚を図るため、関係機関が連携する
犬上・彦根防犯自治会の活性化を図り、地域におけ
る自主的・主体的な地域安全活動を支援する。

企業等への防止
対策の促進

学校における性
教育の充実

国・県を始め、専門的な相談援助機関等との連携
を強化し、被害者の回復に向けた取組を行う。相談体制の充実

犯罪防止に向け
た啓発

出前講座の開催

社会教育・学校
教育での取組

女性に対する性暴力・性犯罪を許さない社会意識
の醸成を深めるための啓発を行う。

あらゆる暴力を許さない意識の醸成に向けて、社
会教育・学校教育で教育・啓発に取り組むととも
に、学校・園を通じて保護者への啓発に取り組む。

基本目標

5
性暴力を許さない
社会をつくる
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推進課題（２）　被害者等への支援

① 各種相談の充実

施策の方向

　性暴力の被害にあった人への相談体制や関係機関への連絡調整の充実に取り組みます。

② 支援関係者への研修の充実
　二次被害の防止や被害者の回復を支援するため、関係者への研修の充実に取り組みます。

③ 各種関係機関との連携
　　関係機関と連携しながら、緊急避難できる場の確保や被害に対する治療・精神的なケアなど適切な対応

ができるような体制の充実に取り組みます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

学校教育課

子ども青少年課

子ども青少年課

少年センター

市民交流課

まちづくり
推進室

ドメスティック・バイオレンスについて、被害者・加害
者を問わず相談できる窓口を設置するとともに、
国・県を始め専門的な相談援助機関等との連携を
強化し、被害者の回復に向けた対策に取り組む。

ドメスティック・バイオレンスの防止のための課題
を整理し、「広報ひこね」への関連記事の掲載や広
報誌を作成するなど、あらゆる機会を通じた啓発
を行う。

防止へ向けた
啓発

防犯設備の整
備促進

有害なＤＶＤ・
ゲームソフト・雑
誌等の販売抑制

相談体制の充実

出前講座の開催

デートDV防止
へ向けた学校教
育での取組

配偶者や恋人か
らの暴力（ドメス
ティック・バイオ
レンス）の防止
に向けた取組の
推進

性暴力・性犯罪
予防のための取
組の推進

ドメスティック・バイオレンスの防止に向けた啓発
を行う。

両性の本質的平等、お互いの性の尊重、健全な異
性観、および男女交際について、道徳の時間や学
級活動を通じて指導の充実を図る。

夜間における犯罪の未然防止を図るため、道あか
り事業による防犯灯の設置を行うほか、自治会等
が実施する防犯灯整備に対する支援を行う。

書店等の立入調査を実施し、有害な図書・ＤＶＤ・
ゲームソフト・玩具等の陳列や販売の抑制につい
て協力を要請する。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

子ども青少年課

子ども青少年課

人権政策課
市民交流課

庁内の各相談窓口、相談員の連携を図り、より適切
な相談窓口の紹介や情報のネットワーク化を図る。

配偶者暴力相談支援センターにおいて、被害者の
緊急時における安全確保および一時保護を行う。

人権相談実務のスキルアップを図るため、人権擁
護委員や人権擁護推進員および相談窓口担当者
等による研修会を開催するなど、支援関係者を対
象に、男女共同参画に視点を置いた研修会を必要
に応じて実施する。

相談体制の充実

研修の充実

緊急避難の場の
確保

各種相談の充実

支援関係者への
研修の充実

各種関係機関と
の連携

基本目標

5
性暴力を許さない
社会をつくる
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第３章　施策の内容

●　配偶者や恋人などの間で、身体的な暴力だけでなく、言葉や態度による暴力もなくしていけるよう努めましょう。

●　男女互いに対等なパートナーとして尊重し、あらゆる場でセクシュアル・ハラスメントをなくしましょう。

●　痴漢の被害に遭う人が悪いのではありません。痴漢行為は人の尊厳を傷つける犯罪です。性暴力・性犯

罪を許さないまちづくりへの機運を高めましょう。

●　身近に暴力の被害者がいたら、相談機関や警察に連絡しましょう。

市民にできること

男女間のあらゆる暴力をなくしましょう。
【現状と課題】

【めざす成果（男女共同参画社会のイメージ）】

成果指標

　「男女共同参画を推進する彦根市条例」に定めら

れているとおり、男女共同参画社会の実現は、市の

取組だけでなく、市民や事業者もその責務を果たし、

協働＊で取り組むことが必要です。このため、彦根市

男女共同参画審議会の意見を聴きながら、市民、事

業者等との協働体制づくりに努める必要があります。

　男女共同参画センター「ウイズ」を拠点に、人材育

成事業や市民啓発事業を充実させ、男女共同参画

を効果的に推進させていく必要があります。

　性暴力に関する相談を含め、深刻な悩みごとや問

題に対して、適切なアドバイスや支援ができるよう、専

門相談員の配置などによって相談事業を充実させる

とともに、各種相談機関、関係機関との連携によっ

て、スムーズで的確な対応ができるよう相談体制の充

実を図る必要があります。

　市の内部においては、組織（関係部課）を横断的

に連携する「彦根市男女共同参画社会づくり推進

本部」の機能を充実させるとともに、年次報告を含め

て、PLAN（計画）、DO（実行）、CHECK（点検）、

ACTION(改善)のＰＤＣＡのマネジメントサイクルによ

る計画の進行管理を図ることが必要です。

○計画の実現へ向けて、市と市民、事業者、ＮＰＯ等のパートナーシップのもとに、協働による取組が着実に進め

られます。

指標名

男女共同参画推進事業者

表彰累計件数
件 13 30

成果指標の説明単位
基準値 目標値

H21年度 H27年度

事業者（個人・法人・非営利団体・自治
会等）における男女共同参画推進へ
の取組の広がりがわかります。

第 4 章
計画の推進
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第４章　計画の推進

推進課題（１）　市、市民、事業者等の協働

① 市民、事業者、ＮＰＯ等との協働体制づくり

施策の方向

　　男女共同参画社会の実現に向けて、この計画に掲げた各種の施策について、市民、事業者、ＮＰＯ等と

の協働により、継続的に取組を進める体制をつくります。

② ボランティアが活躍できる環境づくり
　　市民アンケート結果でもボランティアへの関心、参加意欲は少なくなく、そのような市民が男女共同参画の推

進に経験や能力を活かせるよう、男女共同参画地域推進員や男女共同参画センター「ウイズ」の運営ボラン

ティアなど活躍の場の充実に取り組みます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

市民交流課
全庁

市民交流課
商工課
全庁

市民交流課

ボランティアに関心を持つ市民へ、活躍の場の提
供を行う。
事業主に対して、ボランティア休暇等の制度導入に
ついての啓発を行う。

男女共同参画地域推進員を設置し、市、市民、事業
者等の協働により、地域での啓発を行う。

男女共同参画社会の実現に向け活動している市
民、事業者、ＮＰＯ等や、国および他の地方公共団体
との連携を図り、ネットワーク化に向けた取組を推
進する。

男女共同参画を
推進する団体や
個人とのパート
ナーシップの確立

地域推進員活動
の充実

ボランティア等
への呼びかけ

市民、事業者、
NPO等との協
働体制づくり

ボランティアが
活躍できる環境
づくり

推進課題（２）　男女共同参画センター「ウイズ」の充実

① 男女共同参画センター「ウイズ」の各種啓発事業の推進

施策の方向

　　男女共同参画セミナー、男女共同参画フォーラム、男の生き方セミナー、女性チャレンジ支援講座ほかの各

種講座など、男女共同参画社会の実現に向けて効果的な各種事業を推進します。

② 男女共同参画センター「ウイズ」における相談事業の充実
　　多様なニーズに対応できるよう、総合相談、こころの悩み相談、法律相談など「ウイズ相談室」事業の充実

を図ります。

　　より専門的で的確な対応ができるよう、外部の相談機関との連携を深めます。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

市民交流課

市民交流課

市民交流課

電話や面談による総合相談と、心の悩み相談や法
律相談といった専門相談を行うとともに、相談員の
スキルアップ研修を行う。
また、市民へ相談事業の周知を図る。

より適切な相談に結びつくよう、市における他の専
門相談窓口や関係機関との連携を図るとともに、
定期的に連絡会議を開催する。

男女共同参画センターを市民活動および啓発の拠
点施設と位置づけ、各種講座の開催、団体活動へ
の支援と場の提供、情報提供等の機能が果たせる
よう、管理運営の充実に取り組む。

各種啓発事業の
推進

相談事業の充実

関係機関との
連携

男女共同参画セ
ンター「ウイズ」
の各種啓発事業
の推進

男女共同参画セ
ンター「ウイズ」
における相談事
業の充実
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第４章　計画の推進

推進課題（３）　推進体制の強化

① 推進本部体制の充実

施策の方向

　　関係各課等と連携をとりながら、男女共同参画社会を実現するための施策を全庁的・総合的に推進する

ため、推進本部体制のより一層の充実を図ります。

② 男女共同参画の視点に立った各種施策の推進
　　関係各課において、男女共同参画の視点に立って、できるだけ積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を

取り入れながら本計画に基づく様々な施策を推進します。

　　特に、性別、年齢、国籍、障害の有無、あるいはひとり親家庭であることによって、社会的、経済的ハンディ

が生じることのないよう、男女共同参画の視点に立って関係諸施策を推進します。

③ 計画の進行管理
　　計画の着実な実行と成果を実現するため、年次報告の作成を含めてPLAN（計画）、DO（実行）、

CHECK（点検）、ACTION(改善)のＰＤＣＡのマネジメントサイクルによる進行管理を行います。

施策の方向 施策・事業 事業の概要 担当課

主な施策

市民交流課
全庁

市民交流課
全庁

市民交流課

市民交流課

推進本部において本計画に基づく諸施策の進捗状
況の把握を行い、必要に応じて達成目標の設定や
計画の点検を行い、事業の改善を図りながら取り
組む。

市の施策においては、男女共同参画を推進する彦
根市条例に基づき、必要な範囲内においてポジ
ティブ・アクションを導入し、推進する。

推進本部会議を定期的に開催し、関係各課等との
連携を図るなど、組織の強化に向けて取り組む。

男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な
施策および重要事項を調査審議する。

彦根市男女共同
参画社会づくり推
進本部の運営

積極的改善措置
（ポジティブ・ア
クション）の導入

計画に関する点
検と改善

男女共同参画審
議会

推進本部体制の
充実

計画の進行管理

男女共同参画の
視点に立った各
種施策の推進

●　男女共同参画に関するボランティアをはじめ、自分の関心や能力を生かし、様々なボランティア活動に参加

しましょう。

●　男女共同参画センター「ウイズ」で関心のある催しがあれば、積極的に参加しましょう。

●　自分の持つ経験や能力を活かし、社会に貢献しましょう。

市民にできること

男女共同参画社会へ向けて、地域や企業・団体などで、
具体的に取り組むための方針や体制をつくっていきましょう。
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用語解説

用語解説

非営利組織。政府や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで
社会的な公益活動を行う組織・団体をいう。ここでは、特定非営利活動促進法に
基づく法人のほか、法人格を持たずに活動している民間の組織を含める。

ＮＰＯ 9,35,38,
47,48

9,12,14,
15,16,17

3,9,40,
42,44

9,32,33,
34,40,41,
42,43,46

14

32,33

9,47,48

40,42

30

9,21

家族経営協定

協働

クォータ制

ストーカー

隠れたカリキュ
ラム

ジェンダー
（社会的性別）

フレックスタイ
ム制

セクシュアル・
ハラスメント
（性的嫌がらせ）

ドメスティック・
バイオレンス
（ＤＶ）
（配偶者や恋人
間の暴力）

農業経営における家族の役割分担や労働報酬、休日等の労働条件、経営の円滑な
継承等に関するルールを明確化し、家族経営の近代化を図ろうとするもの。

ＮＰＯ・企業・行政など立場の異なる組織や人同士が、対等な関係のもと、同じ目的・
目標のために連携・協力して働き、相乗効果を上げようとする取り組み。

委員総数に対して、初めから男女の委員数を定めて、男女の比率におけるバラン
スをとる方法。割当制ともいう。

別れた恋人や配偶者、特定の者に対し、一方的に好意や関心を抱き、執念深くつき
まとい、相手に迷惑や攻撃や被害を与える行為を繰り返すことをいう。

学校教育において、公的に認識されている正規のカリキュラム（教科課程）に対し
て、潜在的なレベルで伝えられるカリキュラムのことをいう。
例えば教師が「女の子は女の子らしく」と思っていると、その考えが児童・生徒に影
響していく。教師が無意識・無自覚に生徒・児童に行っている行為や、学校内の文
化、男子優先の慣習などが、知らず知らずのうちに、子どもたちの価値観の形成に
大きな影響をおよぼすことから、何が「隠れたカリキュラム」なのかに気づき、これ
をなくしていくことが、男女共同参画教育を進めていくうえで大切である。

人間には生まれついての生物学的性別「セックス」がある一方、社会的通念や慣
習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような
男性、女性の別を「ジェンダー（社会的性別）」という。「ジェンダー（社会的性別）」
は、それ自体に良い、悪いの価値を含まないが、「ジェンダー（社会的性別）の視
点」とは、性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあ
り、これが社会的に作られたものであることを意識していこうとするものである。

相手の意に反した性的な発言や行動で、例えば身体への不必要な接触、性的関係の強
要、性的なうわさを流したり、目に触れる場所へのわいせつな写真等の提示、性的な冗
談やからかいなど、様々な形態のものが含まれる。セクシュアル・ハラスメントは、性
と人格を損ない、意欲や能力の発揮を妨げ、良好な人間関係の形成を阻害する行為で
あることを正しく理解することが求められている。職場のセクシュアル・ハラスメント
防止のために、事業主には雇用管理上必要な措置を講ずることが義務づけられている。

夫婦（もと夫婦を含む。）や恋人など親しい間柄で起きる、身体的、精神的、性的、
経済的な暴力をいう。これまで家庭内の夫婦の問題とされ、耐え忍ぶのが美徳、
外へ出すのは恥という考え方があったが、暴力は重大な人権侵害であり、生命の
危険に及ぶ犯罪となることもある。
ＤＶは交際中の10代、20代の若い人たちの間でも起こっており、特に「デートＤ
Ｖ」と呼ばれている。

労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定するこ
とができる労働時間制。具体的には、1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければな
らない時間（コアタイム）と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間
帯（フレキシブルタイム）とに分けて実施するのが一般的である。

用　語 解　説 頁

（五十音順）

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必
要な範囲において、男女いずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提
供すること。差別や格差があるところでは、男女雇用機会均等法などの法律を守
るだけで格差が解消されるわけではなく、実際に機会が得られるような具体的な
仕組みや改善措置が求められる。

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現とは、働き方の見直しなどに
より、多様な選択が可能な社会をつくり、一人ひとりが意欲を持って働きながら
豊かさを実感して暮らせるようになることをいう。

ポジティブ・アク
ション
（積極的改善措置）

ワーク・ライフ・
バランス
（仕事と生活の調和）

9,32,50

16,17

30

3,4,9,21,
30,31,34

メディア・リテラ
シー

ワークシェアリ
ング

労働者同士で雇用を分け合うこと。各々の労働時間を短くする時短によるのが典
型的な方法である。

メディアが伝える情報を読解・活用する能力と、メディアを使って表現する能力を
いう。メディアが伝える情報を視聴者や読者として無批判で受動的に受け止める
のではなく、批判する力を育て、メディアの情報内容を変えていく。さらには、自分
たちの表現方法としてメディアを使った発信能力を身につけることをいう。

用　語 解　説 頁
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56 参考資料

1 彦根市男女共同参画計画策定の経過

平成21年（2009年）5月20日
＜平成２１年度　第1回　男女共同参画審議会＞

平成21年（2009年）7月31日
＜平成２１年度　第2回　男女共同参画審議会＞

•　男女共同参画ひこねかがやきプランに係る平成20年度事業実績および平成21年度事業計画
について 

•　男女共同参画ひこねかがやきプランに係る目標値の進捗状況について 
•　新計画の策定に係る市民意識調査について

•　コンサルタント提案説明 
•　新計画の策定に係る市民意識調査（案）について
•　新計画における男女共同参画施策の体系（案）について

平成21年（2009年）8月28日から9月15日まで
＜市民意識調査の実施＞

•　市民アンケート、外国人アンケート、企業・事業所アンケート
　 （平成22年3月　報告書発行（本編・資料編））

主な議題

平成22年（2010年）5月25日
＜男女共同参画社会づくり推進本部会議＞

•　新計画の策定に向けた取組に係る施策・事業概要等について

主な議題

平成22年（2010年）6月1日
＜平成２２年度　第1回　男女共同参画審議会＞

•　会長および副会長の選出について 
•　平成21年度男女共同参画に関する各種事業実績および平成22年度関連事業の概要、目標
値の進捗状況表について 

•　新計画「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」（案）について

主な議題

平成22年（2010年）8月10日
＜平成２２年度　第2回　男女共同参画審議会＞

•　新計画「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」（案）について
•　市長への答申について

主な議題

平成22年（2010年）9月29日
＜男女共同参画審議会から市長へ計画の策定について答申＞

平成22年（2010年）11月15日
＜男女共同参画社会づくり推進本部会議＞

•　新計画「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」（素案）に係る意見等について

主な議題

平成23年（2011年）2月15日
＜彦根市男女共同参画計画「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の決定＞

平成22年（2010年）12月15日から平成23年（2011年）1月14日まで
＜意見公募（パブリックコメント）の実施＞

•　彦根市男女共同参画計画「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」（素案）に係る意見等について
　 （意見の件数　5件(2人)・・・案の修正を行うもの 0件、案の修正を行わないもの 5件）

主な議題

平成22年（2010年）2月10日
＜平成２１年度　第4回　男女共同参画審議会＞

•　新計画(施策の方向と体系)(案)について 
•　新計画(骨子案)について 

主な議題

平成22年（2010年）3月24日
＜平成２１年度　第5回　男女共同参画審議会＞

•　新計画(施策の方向と体系)(案)について 
•　新計画(骨子案)について 

主な議題

平成21年（2009年）12月1日
＜市長から彦根市男女共同参画審議会へ新計画の策定について諮問＞
＜平成２１年度　第3回　男女共同参画審議会＞

•　新計画の策定について 
•　市民意識調査の結果について 
•　新計画における男女共同参画の体系(案)について

主な議題
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2 彦根市男女共同参画審議会委員名簿 3 男女共同参画を推進する彦根市条例

平成22年9月29日現在
（五十音順、敬称略）

前文
第1章　総則(第1条～第9条)
第2章　基本施策等(第10条～第17条)
第3章　彦根市男女共同参画審議会(第18条～第21条)
第4章　雑則(第22条)
付則

　わが国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも
連動しつつ進められてきた。
　また、男女共同参画社会基本法が施行され、女性も男性もすべての個人が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりな
く、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を、21世紀の最重要課題と位置付けている。
　彦根市では、個人の尊重と男女平等を基本理念に女と男がともにつくり、ともに担う、ぬくもりのある社会を築くことを目指して、男女平等に向けた
取組を進めてきた。しかし、「男は仕事、女は家事・育児」に代表される固定的な性別役割分業意識やそれに基づく慣行は依然として根強く、真の
男女平等の達成にはなお多くの課題が残されている。
　一方、少子高齢化や家族・地域社会の変化、情報技術等の急速な進展などに伴う社会や経済状況の急激な変化への対応も求められている。
　このような状況から、すべての人の人権が尊重される社会を築くためには、男女共同参画社会基本法の理念に基づき、男女を問わず一人ひとり
が自立した人間として個性や自主性が尊重され、誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会を実現することが重要
である。
　ここに、彦根市は、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにして、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、市民および事業者
との協働により男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

平成13年12月27日
彦根市条例第18号

男女共同参画を推進する彦根市条例

池 上 　 松 夫

井 関 　 出

上ノ山　真佐子

大 山 　 純 子

押 谷 　 潔

片 山 　 美 穂

金 田 　 久 幸

永田　えり子

成 松 　 祐 子

西 野 　 浩 樹

藤 原 　 幸 子

古 田 　 ゆ か

村西　貴美子

森 野 　 有 香

吉田　徳一郎

公募市民

彦根地区雇用対策協議会

臨床心理士

公募市民

彦根市校長会

滋賀県看護協会第５地区支部

公募市民

滋賀大学経済学部教授

公募市民

彦根地区労働者福祉協議会

公募市民

公募市民

彦根市保育協議会

弁護士

公募市民

　

　

会 長

　

　

　

副 会 長

　

　

　

　

　

　

　

　

氏　　名 所　属　等 備　考

　目　次

　(目的)
第1条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を
定め、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、男
女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めるこ
とにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって互い
に個性を尊重しあい一人ひとりが輝いて生きられる男女共同
参画社会の実現に寄与することを目的とする。 
　(定義)
第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。 
　(1)　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参
画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済
的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、
ともに責任を担うことをいう。 

　(2)　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の
格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいず
れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

　(3)　セクシュアル・ハラスメント　性的な言動に対する相手方
の対応によって不利益を与え、または性的な言動により相
手方の生活の環境を害することをいう。

　(4)　ドメスティック・バイオレンス　夫婦や恋人など親密な関係
にある人からの身体的、心理的、性的および経済的等の暴
力行為をいう。 

　(5)　事業者　市内における公的機関または事業活動を行う
個人、法人、非営利団体および自治会等をいう。 

　(基本理念)
第3条　男女共同参画の推進は、家庭、地域、職場、学校その他

の社会のあらゆる分野において男女が直接的であるか間接的
であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、一
人ひとりが自らの意思により参画し、対等なパートナーとしてその
持てる力を十分に発揮する機会が確保されること、その他の男
女の人権が尊重されることを旨として行われなければならない。 
2　男女共同参画の推進に当たっては、一人ひとりの個性が尊
重され、性別による固定的な役割分業を反映した社会におけ
る制度または慣行をなくすよう努めるとともに、これらの制度ま
たは慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して
影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。 
3　男女共同参画の推進は、男女が社会の対等な構成員とし
て、市における施策または事業者における方針の立案および
決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として行わ
れなければならない。 
4　男女共同参画の推進は、家庭生活における家庭の構成員
の協力ならびに地域および社会の支援のもとに、子育て、介
護その他の家庭生活における活動についてその役割を円滑
に果たし、かつ、家庭生活以外の活動を行うことができるよう配
慮されなければならない。 
5　男女共同参画の推進は、市、市民および事業者が自らの責
任を自覚し、教育を含むあらゆる場において主体的にその役
割を果たすとともに、相互の創意工夫によって互いに協働して
行われなければならない。 
6　男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生殖に関する健
康と権利が尊重されることを旨として行われなければならない。 
7　男女共同参画の推進は、国際的な理解および協力のもとに
行われなければならない。
　(市の責務)
第4条　市は、男女共同参画の推進を主要な政策と位置付け、
前条に掲げる基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関 

第一章　総則
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　する施策(積極的改善措置を含む。以下「施策」という。)を総
合的に策定し実施しなければならない。 
2　市は、施策を実施するに当たり、市民、事業者、国および他の
地方公共団体との連携に努めなければならない。 
　(市民の責務)
第5条　市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その
他の社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するとと
もに、市が実施する施策に協力協働するよう努めるものとする。 
　(事業者の責務)
第6条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、
男女が共同して参画することができる体制の整備に積極的に
取り組むとともに、市が実施する施策に協力協働するよう努め
るものとする。 
　(男女共同参画に関する教育)
第7条　学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共
同参画社会の形成に果たす教育の重要性にかんがみ、個々
の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画
の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。 
2　男女は、次代を担う子どもたちの教育に関し、家庭および地
域から、ともに積極的に参画するよう努めなければならない。 
　(性別による権利侵害の禁止)
第8条　すべての人は、家庭、地域、職場、学校その他の社会の
あらゆる分野において、次に掲げる行為をしてはならない。 
　(1)　性別を理由とする差別的取扱い 
　(2)　セクシュアル・ハラスメント 
　(3)　ドメスティック・バイオレンス 
2　市は、前項各号に掲げる行為の防止について必要な広報そ
の他啓発に努めなければならない。
　(公衆に表示する情報に関する留意)
第9条　すべての人は、公衆に表示する情報において、性別に
よる固定的な役割分業およびセクシュアル・ハラスメント等を助
長し、またはこれらが連想される表現および過度の性的な表現
を行わないように努めなければならない。 

　　　
　(男女共同参画計画)
第10条　市長は、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を
図るための基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)
を策定するものとする。 
2　市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、市民
および事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を
講じるものとする。 
3　市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、第18
条第1項に規定する彦根市男女共同参画審議会に諮問しな
ければならない。 
4　市長は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表す
るものとする。 
5　市長は、社会の情勢の変化等に対応するため、必要に応じ
て男女共同参画計画の見直しを図るものとする。 
6　第2項から第4項までの規定は、男女共同参画計画の変更
について準用する。 
　(年次報告)
第11条　市長は、毎年、施策の実施状況等を明らかにする年次
報告を作成し、公表するものとする。 

　(市民および事業者の理解を深めるための措置)
第12条　市は、男女共同参画の推進について、市民および事業者
の理解を深めるため、広報活動等適切な措置を講ずるものとする。 
　(市民および事業者の自主的な活動の支援)
第13条　市は、市民および事業者が男女共同参画の推進に関
して行う活動を支援するため、学習および教育の推進ならび
に情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。 
　(推進体制の整備)
第14条　市は、市民および事業者とのパートナーシップによる実
践、交流、研修および啓発を進めるための体制の整備に努め
るものとする。 
　(事業者の表彰等)
第15条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に
実施している事業者の表彰および公表を行うことができる。 
　(相談の対応等)
第16条　市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民の相
談に対応するものとし、その対応については、関係機関と連携
を図る等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
　(情報の収集および分析)
第17条　市は、施策を効果的に実施するため、必要な情報の
収集および分析を行うものとする。

 
　(設置等)
第18条　市長は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ
総合的な施策および重要事項を調査審議するため、彦根市
男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
2　審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調
査審議する。 
　(1)　男女共同参画計画の策定および変更に関すること。 
　(2)　その他施策の基本的事項および重要事項 
　(組織)
第19条　審議会は、委員15人以内で組織する。 
2　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の4割未満
であってはならない。
3　委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 
　(1)　学識経験のある者 
　(2)　関係機関・団体から推薦された者 
　(3)　市民 
　(任期)
第20条　委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。 
2　補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
　(審議会の運営)
第21条　第18条から前条までに定めるもののほか、審議会の運
営について必要な事項は、規則で定める。 

　(委任)
第22条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し
必要な事項は、市長が別に定める。 
　　　付　則 
　この条例は、平成14年4月1日から施行する。

　(趣旨)
第1条　この規則は、男女共同参画を推進する彦根市条例(平
成13年彦根市条例第18号)第21条の規定に基づき、彦根市
男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織および
運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
　(会長および副会長)
第2条　審議会に会長および副会長を置く。 
2　会長および副会長は、委員の互選によって定める。 
3　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠け
たときは、その職務を代理する。 
　(会議)
第3条　審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 
2　会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
3　会長は、会議の議長となる。 
4　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。 
5　会議は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見
または説明を聞くことができる。 
6　会議は、原則として公開するものとする。 
　(専門部会)
第4条　審議会は、必要に応じ専門の事項を調査審議するた
め、専門部会を置くことができる。
　(庶務)
第5条　審議会の庶務は、市民環境部において処理する。 
　(雑則)
第6条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必
要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 
　　　付　則 
　この規則は、平成14年4月1日から施行する。 
　　　付　則(平成17年3月31日規則第31号) 
　(施行期日)
　この規則は、平成17年4月1日から施行する。

4 彦根市男女共同参画審議会運営規則

(平成14年2月21日彦根市規則第3号) 
改正 　平成17年3月31日規則第31号

彦根市男女共同参画審議会運営規則

第2章　基本施策等 

第4章　雑則 

第3章　彦根市男女共同参画審議会
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　(設置)
第1条　男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合
い、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の
実現を目指し、男女共同参画の推進に関する諸施策を総合
的かつ効果的に推進するため、彦根市男女共同参画社会づ
くり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。 
　(所掌事務)
第2条　推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。 
　(1)　男女共同参画社会の形成に係る基本的かつ総合的な

施策の樹立に関すること。 
　(2)　男女共同参画社会の形成に係る関係部門相互の連絡

調整に関すること。 
　(3)　その他男女共同参画施策の推進について必要な事項

に関すること。 
　(構成)
第3条　推進本部の構成員は、次のとおりとする。 
　(1)　本部長 
　(2)　副本部長 
　(3)　本部員 
　(4)　幹事 
　(5)　ワーキングメンバー 
2　本部長は、副市長をもって充てる。 
3　副本部長は、市民環境部長の職にある者をもって充てる。 
4　本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。 
5　幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。 
6　ワーキングメンバーは、幹事が所属する部等の職員のうちから
本部長が指名した者とする。
　(構成員の職務)
第4条　本部長は、推進本部の事務を統轄する。 
2　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、また
は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3　本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を審議する。 
4　幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を協議する。 
5　ワーキングメンバーは、実務的事項についての事務を行う。 
　(会議)
第5条　推進本部の会議は、本部会議、本部員会議、幹事会議
およびワーキング会議とし、本部長が招集する。 
2　本部会議は、本部長、副本部長、本部員、幹事およびワーキ
ングメンバーで構成し、本部長が議長となる。 
3　本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、
本部長が議長となる。 
4　幹事会議は、副本部長および幹事で構成し、副本部長が議
長となる。 

　(1)　幹事会議に、部会を置くことができる。 
　(2)　部会に属すべき幹事は、本部長が指名する。 
　(3)　部会に部会長および副部会長を置き、部会員の互選に

より選出する。 
　(4)　部会長は会議の議長となり、その経過および結果を推

進本部会議に報告する。 
5　ワーキング会議は、市民交流課長およびワーキングメンバーで
構成し、市民交流課長が議長となる。 
　(関係者の出席)
第6条　本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の
出席を求め、参考意見または説明を聞くことができる。 
　(事務局)
第7条　推進本部の事務を処理するため、市民環境部市民交
流課に事務局を置く。 
　(その他)
第8条　この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し
必要な事項は、本部長が別に定める。 
　　　付　則（略） 
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企画振興部長 
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産業部長 
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下水道部長 

水道部長 
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別表第1 

企画振興部次長 

総務部次長 

市民環境部次長 

福祉保健部次長 

産業部次長 

都市建設部次長 

下水道部次長 

水道部次長 

病院事務局次長 

教育委員会事務局教育部次長 

教育委員会事務局文化財部次長 

消防本部次長 

議会事務局次長

別表第2 

　　第一部
第一条
　この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区
別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化
的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をして
いるかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権
及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は
無効にする効果又は目的を有するものをいう。
第二条
　締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子
に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、
かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを
約束する。
(ａ)　男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組
み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等
の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確
保すること。
(ｂ)　女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他
の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。

(ｃ)　女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立
し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて
差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを
確保すること。
(ｄ)　女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控
え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動すること
を確保すること。
(ｅ)　個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するた
めのすべての適当な措置をとること。
(ｆ)　女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行
を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含
む。)をとること。
(ｇ)　女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。
第三条
　締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び
文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎とし
て人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障する
ことを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保す
るためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。

6 男女共同参画にかかわる条約・法律等

（昭和六十年七月一日）
（条約第七号）

　　　6-（1）　女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

　この条約の締約国は、
　国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、
　世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であ
り、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利
及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、
　人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保す
る義務を負つていることに留意し、
　国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、
　更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、
　しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、
　女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社
会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力
を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、
　窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、
　衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、
　アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が
男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、
　国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力し、全面的
かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵
の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国
の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、
　国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要として
いることを確信し、
　家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養
育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任
を負うことが必要であることを認識し、
　社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、
　女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃する
ための必要な措置をとることを決意して、
　次のとおり協定した。
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第四条
１　 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする
暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と
解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味におい
ても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつては
ならず、これらの措措置は、機会及び待遇の平等の目的が達
成された時に廃止されなければならない。

２　 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条
約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはなら
ない。
第五条
　締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。
(ａ)　両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の
定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行
の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様
式を修正すること。
(ｂ)　家庭についての教育に、社会的機能としての母性について
の適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同
責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合
において、子の利益は最初に考慮するものとする。
第六条
　締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾
取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。
　　第二部
第七条
　締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する
差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特
に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。
(ａ)　あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにす
べての公選による機関に選挙される資格を有する権利
(ｂ)　政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府の
すべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行す
る権利
(ｃ)　自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び
非政府団体に参加する権利
第八条
　締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動
に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかつい
かなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。
第九条
１　締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して
男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との婚姻
又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変更
し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならない
ことを確保する。

２　締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利
を与える。
　　第三部
第十条
　締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の
権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎とし
て次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤
廃するためのすべての適当な措置をとる。
(ａ)　農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指
導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。こ

のような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育
及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において
確保されなければならない。
(ｂ)　同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有す
る教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する
機会
(ｃ)　すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割
についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助
長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、ま
た、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指
導方法を調整することにより行うこと。
(ｄ)　奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会
(ｅ)　継続教育計画(成人向けの及び実用的な識字計画を含
む。)、特に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り早
期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用する同一
の機会
(ｆ)　女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女
子のための計画を策定すること。
(ｇ)　スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会
(ｈ)　家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報
(家族計画に関する情報及び助言を含む。)を享受する機会
第十一条
１　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の
権利を確保することを目的として、雇用の分野における女子に
対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
(ａ)　すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
(ｂ)　同一の雇用機会(雇用に関する同一の選考基準の適用を
含む。)についての権利
(ｃ)　職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並びに労
働に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業
訓練及び再訓練(見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含
む。)を受ける権利
(ｄ)　同一価値の労働についての同一報酬(手当を含む。)及び
同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取
扱いの平等についての権利
(ｅ)　社会保障(特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労
働不能の場合における社会保障)についての権利及び有給休
暇についての権利
(ｆ)　作業条件に係る健康の保護及び安全(生殖機能の保護を
含む。)についての権利

２　締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を
防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するた
め、次のことを目的とする適当な措置をとる。
(ａ)　妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか
いないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。
(ｂ)　給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇
用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性
休暇を導入すること。
(ｃ)　親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加と
を両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的
サービスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進す
ることにより奨励すること。
(ｄ)　妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作
業においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。

３　この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技

術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じ
て、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。
第十二条
１　締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス(家族計画
に関連するものを含む。)を享受する機会を確保することを目的
として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するため
のすべての適当な措置をとる。

２　1の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分べん
及び産後の期間中の適当なサービス(必要な場合には無料に
する。)並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保す
る。
第十三条
　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権
利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的活動の
分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適
当な措置をとる。
(ａ)　家族給付についての権利
(ｂ)　銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用について
の権利
(ｃ)　レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における文化的
活動に参加する権利
第十四条
１　締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の
経済的生存のために果たしている重要な役割(貨幣化されて
いない経済の部門における労働を含む。)を考慮に入れるもの
とし、農村の女子に対するこの条約の適用を確保するための
すべての適当な措置をとる。

２　締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開
発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを
確保することを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃す
るためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、これらの女
子に対して次の権利を確保する。
(ａ)　すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加
する権利
(ｂ)　適当な保健サービス(家族計画に関する情報、カウンセリン
グ及びサービスを含む。)を享受する権利
(ｃ)　社会保障制度から直接に利益を享受する権利
(ｄ)　技術的な能力を高めるために、あらゆる種類(正規であるか
ないかを問わない。)の訓練及び教育(実用的な識字に関する
ものを含む。)並びに、特に、すべての地域サービス及び普及
サービスからの利益を享受する権利
(ｅ)　経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得
るために、自助的集団及び協同組合を組織する権利
(ｆ)　あらゆる地域活動に参加する権利
(ｇ)　農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用
する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画にお
いて平等な待遇を享受する権利
(ｈ)　適当な生活条件(特に、住居、衛生、電力及び水の供給、
運輸並びに通信に関する条件)を享受する権利
　　第四部
第十五条
１　締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。
２　締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能
力を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の機会を与
える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理すること

につき女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判
所における手続のすべての段階において女子を男子と平等
に取り扱う。

３　締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有
するすべての契約及び他のすべての私的文書(種類のいか
んを問わない。)を無効とすることに同意する。

４　締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由
に関する法律において男女に同一の権利を与える。
第十六条
１　締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項につい
て女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置
をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保
する。
(ａ)　婚姻をする同一の権利
(ｂ)　自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみによ
り婚姻をする同一の権利
(ｃ)　婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
(ｄ)　子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないか
を問わない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合に
おいて、子の利益は至上である。
(ｅ)　子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもつて決定す
る同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、
教育及び手段を享受する同一の権利
(ｆ)　子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制
度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責
任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
(ｇ)　夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権
利を含む。)
(ｈ)　無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得
し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者
双方の同一の権利

２　児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、ま
た、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を
義務付けるためのすべての必要な措置(立法を含む。)がとら
れなければならない。
　　第五部
第十七条
１　この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子
に対する差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」という。)
を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は十八人
の、三十五番目の締約国による批准又は加入の後は二十三
人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において
十分な能力を有する専門家で構成する。委員は、締約国の
国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で
職務を遂行する。その選出に当たつては、委員の配分が地理
的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な
法体系が代表されることを考慮に入れる。

２　委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中か
ら秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から
一人を指名することができる。

３　委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日
の後六箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、委員
会の委員の選挙の日の遅くとも三箇月前までに、締約国に対
し、自国が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書
簡で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベット

ちょく
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　順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿
とする。)を作成し、締約国に送付する。

４　 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合
本部に招集される締約国の会合において行う。この会合は、締
約国の三分の二をもつて定足数とする。この会合においては、
出席しかつ投票する締約国の代表によつて投じられた票の最
多数で、かつ、過半数の票を得た指名された者をもつて委員会
に選出された委員とする。

５　 委員会の委員は、四年の任期で選出される。ただし、最初の
選挙において選出された委員のうち九人の委員の任期は、二
年で終了するものとし、これらの九人の委員は、最初の選挙の
後直ちに、委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。

６　 委員会の五人の追加的な委員の選挙は、三十五番目の批
准又は加入の後、2から4までの規定に従つて行う。この時に
選出された追加的な委員のうち二人の委員の任期は、二年で
終了するものとし、これらの二人の委員は、委員会の委員長に
よりくじ引で選ばれる。

７　 締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂
行することができなくなつた場合には、その空席を補充するた
め、委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を
任命する。

８　 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性
を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際
連合の財源から報酬を受ける。

９　 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効
果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。
第十八条
１　 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとつた立法
上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもた
らされた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際
連合事務総長に提出することを約束する。
(ａ)　当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から一年
以内
(ｂ)　その後は少なくとも四年ごと、更には委員会が要請するとき。
２　報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及
ぼす要因及び障害を記載することができる。
第十九条
１　委員会は、手続規則を採択する。
２　委員会は、役員を二年の任期で選出する。
第二十条
１　委員会は、第十八条の規定により提出される報告を検討する
ために原則として毎年二週間を超えない期間会合する。

２　 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が
決定する他の適当な場所において開催する。
第二十一条
１　 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国
際連合総会に報告するものとし、また、締約国から得た報告及
び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告
を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する
勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見とともに、委
員会の報告に記載する。

２　 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦人
の地位委員会に送付する。
第二十二条
　専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約

の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有す
る。委員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内にある事項
に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請す
ることができる。
　　第六部
第二十三条
　この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であつて
男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を及ぼすもので
はない。
(ａ)　締約国の法令
(ｂ)　締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定
第二十四条
　締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完全な実現
を達成するためのすべての必要な措置をとることを約束する。
第二十五条
１　この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。
２　国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。
３　この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合
事務総長に寄託する。

４　この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。
加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによつ
て行う。
第二十六条
１　いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による
通告により、いつでもこの条約の改正を要請することができる。

２　国際連合総会は、1の要請に関してとるべき措置があるとき
は、その措置を決定する。
第二十七条
１　この条約は、二十番目の批准書又は加入書が国際連合事務
総長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。

２　この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後
に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書
が寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
第二十八条
１　国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保
の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。

２　この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。
３　留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤
回することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべて
の国に通報する。このようにして通報された通告は、受領された
日に効力を生ずる。
第二十九条
１　この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉
によつて解決されないものは、いずれかの紛争当事国の要請
により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から六箇月以内に仲
裁の組織について紛争当事国が合意に達しない場合には、い
ずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従つて国際司
法裁判所に紛争を付託することができる。

２　各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への
加入の際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができ
る。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係に
おいて1の規定に拘束されない。

３　2の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務
総長にあてた通告により、いつでもその留保を撤回することがで
きる。

第三十条
　この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及
びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合事務総長に寄託す
る。
　　以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に
署名した。
　(昭和六〇年七月一日外務省告示第一九四号で昭和六〇年
七月二五日に効力発生)
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　(目的)　　　　
第一条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済
情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること
の緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本
理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明ら
かにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会
の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
　(定義)
第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成
員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活
動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、
共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の
格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか
一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
　(男女の人権の尊重)
第三条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊
厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受
けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保され
ることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われ
なければならない。
　(社会における制度又は慣行についての配慮)
第四条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会におけ
る制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映し
　て、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響
を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要
因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣

行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をで
きる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
　(政策等の立案及び決定への共同参画)
第五条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な
構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民
間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する
機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
　(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第六条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女
が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護
その他の家庭生活における活動について家族の一員としての
役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことが
できるようにすることを旨として、行われなければならない。
　(国際的協調)
第七条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ
る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同
参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければなら
ない。
　(国の責務)
第八条　国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社
会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)に
のっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積
極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実
施する責務を有する。
　(地方公共団体の責務)
第九条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参
画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びそ
の他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策
定し、及び実施する責務を有する。
　(国民の責務)
第十条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあら
ゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社
会の形成に寄与するように努めなければならない。

　(法制上の措置等)
第十一条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ
の他の措置を講じなければならない。
　(年次報告等)
第十二条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成
の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策についての報告を提出しなければならない。

２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形
成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを
国会に提出しなければならない。

　(男女共同参画基本計画)
第十三条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参
画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共
同参画基本計画」という。)を定めなければならない。

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定め
るものとする。
一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男
女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけ
ればならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった
ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければ
ならない。

５　前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい
て準用する。
　(都道府県男女共同参画計画等)
第十四条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、
当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府
県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。

２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。
一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女
共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計
画的に推進するために必要な事項

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共
同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的
な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定める
ように努めなければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又
は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。

　　　第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

　(施策の策定等に当たっての配慮)
第十五条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の
形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施
するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけ
ればならない。
　(国民の理解を深めるための措置)
第十六条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、
基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講
じなければならない。
　(苦情の処理等)
第十七条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影
響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のため
に必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女
共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害
された場合における被害者の救済を図るために必要な措置
を講じなければならない。
　(調査研究)
第十八条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参
画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必
要な調査研究を推進するように努めるものとする。
　(国際的協調のための措置)
第十九条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の
下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交
換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互
協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように
努めるものとする。
　(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第二十条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画
社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の
提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

　(設置)
第二十一条　内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」と
いう。)を置く。
　(所掌事務)
第二十二条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定
する事項を処理すること。
二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大
臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す
る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議
すること。
三　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要がある
と認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意
見を述べること。
四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共
同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認
めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を
述べること。

（平成十一年六月二十三日）
（法律第七十八号）

　　　6-（2）　男女共同参画社会基本法

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組と
も連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を
尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と
なっている。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野
において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共
同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

前文
第一章　総則(第一条―第十二条)
第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第十三条―第二十条)
第三章　男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条)
附則
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　(組織)
第二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以内をもって
組織する。
　(議長)
第二十四条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２　議長は、会務を総理する。
　(議員)
第二十五条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大
臣が指定する者
二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者
のうちから、内閣総理大臣が任命する者

２　前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数
の十分の五未満であってはならない。

３　第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員
の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であっ
てはならない。

４　第一項第二号の議員は、非常勤とする。
　(議員の任期)
第二十六条　前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす
る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
　(資料提出の要求等)
第二十七条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要が
あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調
査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明そ
の他必要な協力を求めることができる。

２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると
認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要
な協力を依頼することができる。
　(政令への委任)
第二十八条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議
員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定
める。
　　　附　則　抄
　(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。
(男女共同参画審議会設置法の廃止)
第二条　男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七
号)は、廃止する。
　(経過措置)
第三条　前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設
置法(以下「旧審議会設置法」という。)第一条の規定により
置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規
定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するも
のとする。

２　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項
の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である
者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定に
より、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合
において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条
第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法
第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議
会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

３　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項

の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である
者又は同条第三項の規定により指名された委員である者
は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項
の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三
項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として
指名されたものとみなす。
　　　附　則　(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)　抄
　(施行期日)
第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十
一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　(施行の日＝平成一三年一月六日)
一　略
二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二
十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
　(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる
従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員で
ある者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、
委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定
にかかわらず、その日に満了する。
一から十まで　略
十一　男女共同参画審議会
　(別に定める経過措置)
第三十条　第二条から前条までに規定するもののほか、この法
律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
　　　附　則　(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)　抄
　(施行期日)
第一条　この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三
年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
　（以下略）

　（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念
を定め、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、
男女共同参画の推進に関する施策（以下「男女共同参画施
策」という。）の基本となる事項を定めることにより、男女共同参
画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の
実現に寄与することを目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ
れぞれ当該各号に定めるところによる。
　(1) 男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す
る機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社
会的および文化的利益を享受することができ、かつ、共に責
任を担うことをいう。

　(2) 積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の
格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれ
か一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　(3) セクシュアル・ハラスメント　性的な言動により当該言動を受
けた個人の生活の環境を害することまたは性的な言動を受け
た個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。

　（基本理念）
第３条　男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜら
れること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女
が個人として個性および能力を発揮する機会が確保されること
その他の男女の人権が尊重されることを旨として、推進されなけ
ればならない。

２　男女共同参画は、社会における制度または慣行が、性別によ

る固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動
の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとすること
を旨として、推進されなければならない。

３　男女共同参画は、男女が、社会の対等な構成員として、すべ
ての団体における方針の立案および決定に共同して参画する
機会が確保されることを旨として、推進されなければならない。

４　男女共同参画は、家族を構成する男女が、相互の協力と社
会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活に
おける活動について家族の一員としての役割を円滑に果　た
し、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること
を旨として、推進されなければならない。

５　男女共同参画は、男女が互いの性について理解を深め、妊
娠または出産に関する事項に関し双方の意思が尊重されるこ
とおよび生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにする
ことを旨として、推進されなければならない。

６　男女共同参画は、その推進が国際社会における取組と密接
な関係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に、推進
されなければならない。
　（県の責務）
第４条　県は、前条に定める男女共同参画の推進についての基
本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画
施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定
し、および実施するものとする。

２　県は、県の政策の立案および決定に男女が共同して参画す
する機会を確保するように努めるものとする。

３　県は、男女共同参画の推進に当たっては、県民、事業者、市
町および国と相互に連携を図るように努めるものとする。
　（県民の責務）
第５条　県民は、男女共同参画について理解を深め、基本理念
にのっとり、家庭、地域、学校、職域その他の社会のあらゆる

平成13年12月27日
滋賀県条例第62号

　　　6-（3）　滋賀県男女共同参画推進条例

　すべての人は平等であり、男女の性別にかかわらず、一人ひとりが大切な存在であって、個人として互いに尊重され、自分らしく生きることを認
め合わなければならない。
　滋賀県では、男女平等の実現に向けて、様々な取組を進めてきたが、今なお、性別によって役割を固定的にとらえる意識や社会慣行などの男
女の多様な生き方の選択を妨げる要因が存在するなど課題が残されている。
　また、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化など私たちを取り巻く環境の大きな変化の中で、誰もが豊かに安心して暮らせる21世紀にふさわ
しい社会を築くためには、男女が、性別にかかわりなく、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮することが求められている。
　こうした状況から、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、学校、職域などあらゆる分野の活動に参画する機会が
確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う男女共同参画社会の実
現が緊要な課題となっている。
　私たち県民は、琵琶湖の環境保全や福祉において進取の気性をもって取り組んできた。そうした取組姿勢と経験を生かし、家族の絆、地域の
絆、自然との絆を大切にして、男女が共に輝いて生きることができる湖国を創るため、私たちは一体となってあらゆる分野で男女共同参画を推進
することを決意し、この条例を制定する。

前文
第１章　総則（第１条―第７条）
第２章　男女共同参画の推進に関する基本的施策（第８条―第19条）
第３章　滋賀県男女共同参画審議会（第20条・第21条）
付則

　目　次
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　分野において、男女共同参画を推進するように努めなければな
らない。                        
２　県民は、県が実施する男女共同参画施策に協力するように
努めなければならない。
　（事業者の責務）
第６条　事業者は、男女共同参画について理解を深め、基本理
念にのっとり、雇用その他の分野における事業活動において、
男女共同参画を推進するように努めなければならない。

２　事業者は、基本理念にのっとり、男女が職業生活における活
動と家庭生活における活動とを両立して行うことができるように
就業環境の整備に努めなければならない。

３　事業者は、県が実施する男女共同参画施策に協力するよう
に努めなければならない。
　（セクシュアル・ハラスメント等の禁止）
第７条　何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを
行ってはならない。

２　何人も、配偶者等に対して身体的または精神的な苦痛を与え
る暴力的行為を行ってはならない。

　（男女共同参画計画）
第８条　知事は、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推
進を図るための基本的な計画（以下「男女共同参画計画」とい
う。）を策定するものとする。
２　男女共同参画計画には、男女共同参画の推進に関する長
期的な目標、施策の方向その他男女共同参画施策を推進する
ために必要な事項を定めるものとする。

３  知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじ
め県民および事業者の意見を反映することができるよう、必要
な措置を講ずるものとする。

４　知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらか
じめ滋賀県男女共同参画審議会および市町長の意見を聴くも
のとする。

５　知事は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表す
るものとする。

６　前３項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用
する。
　（施策の策定等に当たっての配慮）
第９条 県は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策の
策定および実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮す
るものとする。　
　（広報活動等および教育等の促進）
第10条　県は、県民および事業者の男女共同参画についての
理解を深めるため、広報活動、情報の提供その他の必要な措
置を講ずるものとする。

２　県は、男女共同参画に関する教育および学習が促進されるよ
うに必要な措置を講ずるものとする。
　（県民等の活動に対する支援）
第11条　県は、県民、事業者またはこれらの者の組織する団体が
行う男女共同参画の推進に関する活動に対して、情報の提
供、人材の育成、交流の機会の提供その他の必要な支援を行
うものとする。
　（市町に対する助言等）
第12条　県は、市町に対し、男女共同参画施策の策定および実

施について、必要な助言および協力を行うものとする。
　（苦情の処理）
第13条　知事は、県が実施する男女共同参画施策または男女
共同参画に影響を及ぼすと認められる施策について、県民ま
たは事業者から苦情の申出があった場合は、当該申出の適切
な処理を行うものとする。

２　知事は、前項の申出があった場合において必要があると認め
るときは、当該申出の処理に関し、滋賀県男女共同参画審議
会の意見を聴くことができる。
　（相談の処理）
第14条　知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同
参画の推進を阻害すると認められることに関し、県民または事
業者から相談の申出があった場合は、当該申出の適切な処理
を行うものとする。

２　知事は、前項の申出の処理に関する業務を行わせるため、男
女共同参画相談員を置くものとする。

３　男女共同参画相談員は、第１項の申出に係る相談に応じ、
必要な調査および助言を行うほか、関係行政機関への通知そ
の他申出の処理のため必要な措置を講ずるものとする。
　（拠点施設の整備）
第15条　県は、県民、事業者および市町による男女共同参画の
取組を支援するための総合的な拠点となる施設を整備するも
のとする。　
　（附属機関等における積極的改善措置）
第16条　県は、その設置する附属機関またはこれに類するもの
の委員その他の構成員を任命し、または委嘱するに当たって
は、積極的改善措置を講ずるように努めるものとする。
　（調査研究）
第17条　県は、男女共同参画施策を策定し、効果的に実施す
るため、性別による差別的取扱い等男女共同参画の推進を
阻害する要因その他の男女共同参画に関する事項につい
て、必要な情報の収集および分析ならびに調査研究を行うも
のとする。
　（財政上の措置）
第18条　県は、男女共同参画施策を推進するため、必要な財政
上の措置を講ずるように努めるものとする。
　（年次報告）
第19条　知事は、毎年、男女共同参画の状況および県が実施し
た男女共同参画施策について、滋賀県男女共同参画審議会
に報告するとともに、公表するものとする。

　（滋賀県男女共同参画審議会）
第20条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３
項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県男女共同
参画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

２　審議会は、第８条第４項および第13条第２項に規定する事項
を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、男女共同参画の推
進に関する事項を調査審議するものとする。

３　審議会は、前項の調査審議を行うほか、男女共同参画の推
進に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
　（審議会の組織等）                 
第21条　審議会は、委員16人以内で組織する。
２　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の４

未満とならないものとする。
３　委員は、男女共同参画に関し学識経験を有する者および県
民から公募した者のうちから知事が任命する。 

４　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

５　委員は、再任されることを妨げない。
６　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を
退いた後も、同様とする。

７　前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し
必要な事項は、規則で定める。
　　　付　則
１　この条例は、平成14年４月１日から施行する。
２　省略
　　　付　則（平成16年条例第38号）抄
１　この条例は、規則で定める日から施行する。
　  （平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行）

　　　第２章　男女共同参画の推進に関する基本的施策

　　　第３章　滋賀県男女共同参画審議会
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　(定義)
第一条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者か
らの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生
命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれ
に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項におい
て「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの
身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ
の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった
者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け
た者をいう。

３　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に
あった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むも
のとする。
　(国及び地方公共団体の責務)
第二条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止す
るとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保
護を図る責務を有する。

　(基本方針)
第二条の二　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び
厚生労働大臣(以下この条及び次条第五項において「主務大
臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策に関する基本的な方針(以下この条並びに次条
第一項及び第三項において「基本方針」という。)を定めなけ

ればならない。
２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項
の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の
指針となるべきものを定めるものとする。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基
本的な事項
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施
策の内容に関する事項
三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため
の施策の実施に関する重要事項

３　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとする
ときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければなら
ない。

４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。
　(都道府県基本計画等)
第二条の三　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県
における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため
の施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において
「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。
２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基
本的な方針
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施
策の実施内容に関する事項
三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため
の施策の実施に関する重要事項

３　市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、か
つ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施

に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計
画」という。)を定めるよう努めなければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基
本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな
ければならない。

５　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本
計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他
の援助を行うよう努めなければならない。

　(配偶者暴力相談支援センター)
第三条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所そ
の他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談
支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。

２　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当
該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果た
すようにするよう努めるものとする。

３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
一　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又
は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理
学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
三　被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被
害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び第八
条の三において同じ。)の緊急時における安全の確保及び一
時保護を行うこと。
四　被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促
進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情
報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行う
こと。
五　第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の
提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
六　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の
提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

４　前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は
厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものと
する。

５　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たって
は、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものと
する。
　(婦人相談員による相談等)
第四条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を
行うことができる。
　(婦人保護施設における保護)
第五条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を
行うことができる。

　(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
第六条　配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者から
の身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受

けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セ
ンター又は警察官に通報するよう努めなければならない。

２　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶
者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められ
る者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター
又は警察官に通報することができる。この場合において、その
者の意思を尊重するよう努めるものとする。

３　刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定そ
の他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定によ
り通報することを妨げるものと解釈してはならない。

４　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶
者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められ
る者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セ
ンター等の利用について、その有する情報を提供するよう努め
なければならない。
　(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)
第七条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通
報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、
第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが
行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要
な保護を受けることを勧奨するものとする。
　(警察官による被害の防止)
第八条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われ
ていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十
二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六
号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者
の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止
するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
　(警察本部長等の援助)
第八条の二　警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本
部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部
長。第十五条第三項において同じ。)又は警察署長は、配偶
者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被
害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その
申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けてい
る者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該
被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの
暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うも
のとする。
　(福祉事務所による自立支援)
第八条の三　社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に
定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」と
いう。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児
童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び寡
婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令
の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な
措置を講ずるよう努めなければならない。
　(被害者の保護のための関係機関の連携協力)
第九条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉
事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機
機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たって
は、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら
協力するよう努めるものとする。
　(苦情の適切かつ迅速な処理)
第九条の二　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の

（平成十三年四月十三日）
（法律第三十一号）

6-（4）　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

第一章　総則(第一条・第二条)
第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等(第二条の二・第二条の三)
第二章　配偶者暴力相談支援センター等(第三条―第五条)
第三章　被害者の保護(第六条―第九条の二)
第四章　保護命令(第十条―第二十二条)
第五章　雑則(第二十三条―第二十八条)
第六章　罰則(第二十九条・第三十条)
附則

目　次

第一章　総則

第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等

　　　第二章　配偶者暴力相談支援センター等

　　　第三章　被害者の保護

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
　ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこな
かった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人
の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
　このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずる
ことが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
　ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を
図るため、この法律を制定する。
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　職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、
適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

　(保護命令)
第十条　被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等
に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を
告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けた
者に限る。以下この章において同じ。)が、配偶者からの身体に
対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更
なる身体に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を受
けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場
合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体
に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。)によ
り、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合
にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶者からの
生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又は
その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった
者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。)
により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大き
いときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身
体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者(配偶
者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け
た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合
にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号
及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。)に対し、次
の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲
げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配
偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
一　命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居
(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ
の号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺に
つきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在
する場所の付近をはいかいしてはならないこと。
二　命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に
生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の
付近をはいかいしてはならないこと。

２　前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定によ
る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て
により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止する
ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の
規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す
る日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行
為もしてはならないことを命ずるものとする。
一　面会を要求すること。
二　その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は
その知り得る状態に置くこと。
三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除
き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若
しくは電子メールを送信すること。
五　緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時まで
の間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電
子メールを送信すること。

六　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催さ
せるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置
くこと。
八　その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る
状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他
の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

３　第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に
達しない子(以下この項及び次項並びに第十二条第一項第
三号において単に「子」という。)と同居しているときであって、
配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行ってい
ることその他の事情があることから被害者がその同居している
子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止
するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定によ
る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立
てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止す
るため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号
の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過
する日までの間、当該子の住居(当該配偶者と共に生活の本
拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)、就学す
る学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又
は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場
所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。た
だし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合
に限る。

４　第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の
親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する
者(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を
除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号に
おいて「親族等」という。)の住居に押し掛けて著しく粗野又は
乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害
者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされ
ることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一
号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被
害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる
ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた
日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算し
て六月を経過する日までの間、当該親族等の住居(当該配偶
者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項におい
て同じ。)その他の場所において当該親族等の身辺につきまと
い、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する
場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

５　前項の申立ては、当該親族等(被害者の十五歳未満の子を
除く。以下この項において同じ。)の同意(当該親族等が十五
歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法
定代理人の同意)がある場合に限り、することができる。
　(管轄裁判所)
第十一条　前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件
は、相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知
れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に
属する。

２　前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲
げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
一　申立人の住所又は居所の所在地
二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫が行われた地
　(保護命令の申立て)
第十二条　第十条第一項から第四項までの規定による命令(以
下「保護命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載し
た書面でしなければならない。
一　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫
を受けた状況
二　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの
生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に
対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそ
れが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情
三　第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合に
あっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面
会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発
する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情
四　第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合に
あっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会するこ
とを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要
があると認めるに足りる申立ての時における事情
五　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、
前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を
求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項

イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所
属官署の名称

ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
２　前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第五号イからニま
でに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項第
一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述
を記載した書面で公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければ
ならない。
　(迅速な裁判)
第十三条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件について
は、速やかに裁判をするものとする。
　(保護命令事件の審理の方法)
第十四条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことが
できる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。
ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を
達することができない事情があるときは、この限りでない。

２　申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項
の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支
援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又
は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執ら
れた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。こ
の場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該
所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。

３　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴
力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相
談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、
同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説
明を求めることができる。
　(保護命令の申立てについての決定等)
第十五条　保護命令の申立てについての決定には、理由を付

さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする
場合には、理由の要旨を示せば足りる。

２　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が
出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによっ
て、その効力を生ずる。

３　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨
及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監
又は道府県警察本部長に通知するものとする。

４　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相
談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を
求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条
第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、
裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内
容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援
センター(当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支
援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に
対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配
偶者暴力相談支援センター)の長に通知するものとする。

５　保護命令は、執行力を有しない。
　(即時抗告)
第十六条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、即
時抗告をすることができる。

２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
３　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因
となることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに
限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁
判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずる
ことができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判
所も、この処分を命ずることができる。

４　前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令
の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四
項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、
当該命令の効力の停止をも命じなければならない。

５　前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てること
ができない。

６　抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取
り消す場合において、同条第二項から第四項までの規定によ
る命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも
取り消さなければならない。

７　前条第四項の規定による通知がされている保護命令につい
て、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命
じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書
記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配
偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。

８　前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗
告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。
　(保護命令の取消し)
第十七条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申
立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取
り取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二
項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定に
よる命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後にお
いて、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該
命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後にお
いて、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれ
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　らの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、
同様とする。

２　前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による
命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す
場合について準用する。

３　第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合
について準用する。
　(第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て)
第十八条　第十条第一項第二号の規定による命令が発せられ
た後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に
対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由と
する同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、
裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居
しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由に
より当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月
を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができ
ないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要が
あると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するもの
とする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生
活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発し
ないことができる。

２　前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用
については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げ
る事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事
項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中
「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲
げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二
項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは
「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一
項本文の事情」とする。
　(事件の記録の閲覧等)
第十九条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁判
所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、
謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の
交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護
命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審
尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達
があるまでの間は、この限りでない。
　(法務事務官による宣誓認証)
第二十条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区
域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うこと
ができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方
法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第
二項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の認証を行わせることができる。
　(民事訴訟法の準用)
第二十一条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命
令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴
訟法(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。
　(最高裁判所規則)
第二十二条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関する
手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

　(職務関係者による配慮等)
第二十三条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、
裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」
という。)は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、そ
の置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無
等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及
び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

２　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人
権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために
必要な研修及び啓発を行うものとする。
　(教育及び啓発)
第二十四条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防
止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め
るものとする。
　(調査研究の推進等)
第二十五条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための
指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法
等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人
材の養成及び資質の向上に努めるものとする。
　(民間の団体に対する援助)
第二十六条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に
対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
　(都道府県及び市の支弁)
第二十七条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しな
ければならない。
一　第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦
人相談所の運営に要する費用(次号に掲げる費用を除く。)
二　第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う
一時保護(同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基
準を満たす者に委託して行う場合を含む。)に要する費用
三　第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相
談員が行う業務に要する費用
四　第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町村、社会
福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)
及びこれに伴い必要な事務に要する費用

２　市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員
が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。
　(国の負担及び補助)
第二十八条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前
条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び
第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するも
のとする。

２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十
分の五以内を補助することができる。
一　都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、
同項第三号及び第四号に掲げるもの
二　市が前条第二項の規定により支弁した費用

第二十九条　保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。
第三十条　第十二条第一項(第十八条第二項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。)の規定により記載すべき事項
について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立て
をした者は、十万円以下の過料に処する。
       附　則　抄
　(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か
ら施行する。ただし、第二章、第六条(配偶者暴力相談支援セ
ンターに係る部分に限る。)、第七条、第九条(配偶者暴力相談
支援センターに係る部分に限る。)、第二十七条及び第二十八
条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
　(経過措置)
第二条　平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被
害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は
援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保
護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四
号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用につい
ては、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とある
のは、「婦人相談所」とする。
　(検討)
第三条　この法律の規定については、この法律の施行後三年
を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えら
れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
       附　則　(平成一六年六月二日法律第六四号)
　(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か
ら施行する。
　(経過措置)
第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(次
項において「旧法」という。)第十条の規定による命令の申立て
に係る同条の規定による命令に関する事件については、なお
従前の例による。

２　旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当
該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃で
あって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理
由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護に関する法律(以下「新法」という。)第十条
第一項第二号の規定による命令の申立て(この法律の施行
後最初にされるものに限る。)があった場合における新法第十
八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とある
のは、「二週間」とする。
　(検討)
第三条　新法の規定については、この法律の施行後三年を目
途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その
結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
　　　附　則　(平成一九年七月一一日法律第一一三号)　抄
　(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か
ら施行する。
　(経過措置)

第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第
十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命
令に関する事件については、なお従前の例による。

第五章　雑則 第六章　罰則
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○　この計画書冊子は、500部作成し、一部当たりの印刷単価は346円（1円未満切捨）です。
　　ただし、企画・原稿作成等にかかる人件費は含んでいません。

○　この計画書冊子は、再生紙を使用しています。
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